
納
税
者
番
号
制
度
を
め
ぐ
る
諸
問
題
 
 

－
 
利
子
・
配
当
所
得
の
課
税
問
題
を
中
心
と
し
て
 
 

野
 
村
 
昌
 
夫
 
 

（
撒
鰭
甑
鮮
離
）
 
 
 



第
三
章
 
 

序
 
 

第
〓
早
 
 

目
 
 

H
 
 

第
二
章
 
 

H
 
 

臼
 
 

田
 
 

四
 
 

㈲
 
 

内
 
 

田
 
 利

子
・
配
当
課
税
の
沿
革
 
 

昭
和
二
十
二
年
の
改
正
 
 

昭
和
十
五
年
の
改
正
 
 
 

大
正
九
年
の
改
正
 
 

明
治
三
十
二
年
の
改
正
 
 

明
治
二
十
年
所
得
税
法
創
設
時
 
 

納
税
者
番
号
制
度
導
入
の
背
景
 
 

不
公
平
税
制
の
是
正
を
め
ぐ
る
問
題
 
 

タ
ッ
ク
ス
・
イ
ロ
ー
ジ
ョ
ン
の
問
題
…
…
‥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…
‥
 

看
 
 
 

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
後
に
お
け
る
利
子
・
配
当
所
得
課
税
の
変
遷
 
 

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
よ
る
利
子
・
配
当
所
得
課
税
へ
の
影
響
 
 
 

一
般
消
費
税
試
案
の
波
紋
 
 

配
当
所
得
に
対
す
る
源
泉
徴
収
の
復
活
 
 

利
子
所
得
源
泉
選
択
制
虔
の
復
活
 
 
 

五
 
 

入
 
 

八
 
 

一
〇
 
 

一
四
 
 

一
四
 
 

書
 
 

二
ハ
 
 

一
入
 
 

二
〇
 
 

三
 
 

二
二
 
 

t
≡
 
 

二
四
 
 



欝
四
章
 
 

日
 
 

日
 
 

第
五
章
 
 

第
六
章
 
 

H
 
 

日
 
 

日
 
 

結
 
 
び
 
 

納
税
者
番
号
制
度
に
対
す
る
問
題
提
起
 
 

納
税
者
番
号
制
度
の
機
能
と
メ
リ
ッ
ト
 
 
 

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
納
税
者
番
号
制
度
 
 

納
税
者
番
号
制
虔
試
案
を
め
ぐ
る
問
題
 
 

非
課
税
申
告
書
 
 

法
定
資
料
等
の
提
出
義
務
と
収
集
菅
野
の
現
状
…
…
…
…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…
…
童
 
 

国
税
庁
試
案
の
概
要
 
 

法
定
資
料
 
 



オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
後
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
減
速
経
済
の
影
響
か
ら
昭
和
五
十
年
度
以
降
租
税
収
入
の
減
少
に
よ
る
歳
入
欠
陥
が
見
込
 
 

ま
れ
、
国
債
依
存
度
は
飛
躍
的
に
増
加
傾
向
を
示
し
、
昭
和
五
十
年
度
は
二
五
二
二
％
、
そ
れ
以
後
毎
年
度
、
赤
字
国
債
を
含
む
国
債
の
増
 
 

発
が
続
き
、
五
十
四
年
度
は
つ
い
に
国
債
発
行
総
額
十
五
兆
二
千
七
百
億
円
（
う
ち
赤
字
国
債
八
兆
五
首
五
十
億
町
）
と
な
っ
た
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
深
刻
な
財
政
危
磯
の
現
状
か
ら
、
国
民
は
増
税
か
歳
出
圧
締
か
の
選
択
の
問
題
を
迫
ま
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 
 
 

現
状
に
お
け
る
歳
出
合
理
化
も
限
度
が
あ
り
、
ま
た
、
「
国
債
と
い
う
借
金
の
ツ
ケ
が
後
世
代
に
回
さ
れ
る
」
と
す
る
世
代
間
の
公
平
の
問
 
 

題
等
か
ら
、
財
政
再
建
の
た
め
に
は
、
国
、
地
方
を
通
じ
、
既
存
の
制
度
、
既
定
経
費
の
徹
底
し
た
見
直
し
に
よ
り
歳
出
の
節
減
合
理
化
を
 
 

（
注
1
）
 
 

図
る
と
と
も
に
、
歳
入
面
に
お
い
て
も
環
橡
的
に
税
収
を
阿
る
こ
と
が
必
穿
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
注
2
）
 
 
 

こ
の
よ
う
な
実
情
か
ら
、
一
般
的
な
税
負
担
の
引
上
げ
を
求
め
る
方
策
と
し
て
、
中
期
答
申
の
提
言
を
受
け
、
昭
和
五
十
三
年
九
月
、
一
 
 

般
消
費
税
の
試
案
が
公
表
さ
れ
た
が
、
同
試
案
公
表
以
徽
そ
の
導
入
を
め
ぐ
つ
て
の
議
論
が
激
化
し
て
き
た
。
 
 
 

そ
の
議
論
の
中
で
、
ま
ず
新
税
導
入
の
前
に
な
す
ぺ
き
こ
と
ば
、
不
公
平
税
制
の
是
正
や
歳
出
の
節
減
合
理
化
が
不
十
分
で
あ
る
と
し
、
 
 

特
に
不
公
平
税
制
の
問
題
に
つ
い
て
厳
し
い
意
見
が
大
勢
を
占
め
て
き
た
。
 
 
 

税
制
調
査
会
並
び
に
大
蔵
省
も
、
不
公
平
税
制
の
是
正
に
よ
る
税
負
担
の
公
平
確
保
に
つ
い
て
ぼ
、
税
制
及
び
執
行
面
の
両
面
か
ら
問
題
 
 

（
注
3
）
 
 

を
と
ら
え
、
ま
ず
不
公
平
税
制
の
シ
ン
ボ
ル
と
さ
れ
る
医
師
優
遇
税
制
の
是
正
と
、
利
子
・
配
当
分
離
課
税
の
総
合
課
税
へ
の
移
行
が
検
討
 
 

さ
れ
た
。
特
に
、
利
子
・
配
当
所
得
に
つ
い
て
ほ
現
行
の
課
税
の
特
例
の
適
用
期
限
が
五
十
五
年
末
ま
で
と
さ
れ
て
い
る
が
、
総
合
課
税
へ
 
 

五
 
 
 

序
 
 
論
 
 



六
 
 

の
移
行
に
伴
う
問
題
と
し
て
所
得
の
把
蛭
が
完
全
に
可
能
か
ど
う
か
が
現
実
の
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

現
行
漁
上
、
利
子
・
配
当
等
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
第
二
二
五
条
に
お
い
て
、
そ
の
支
払
者
に
対
し
支
払
調
書
の
提
出
を
義
務
づ
け
て
 
 

い
る
が
、
知
子
・
配
当
等
の
源
泉
分
離
課
税
を
廃
止
し
総
合
課
税
の
実
施
に
踏
み
切
っ
た
場
合
、
支
払
調
書
の
提
出
枚
数
が
相
当
の
枚
数
と
 
 

な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
資
料
を
、
短
期
間
に
「
名
寄
せ
」
し
、
適
正
な
課
税
を
行
う
た
め
に
は
、
現
在
の
税
務
体
制
で
ほ
不
可
能
に
近
い
。
 
 
 

そ
こ
で
、
国
税
庁
は
、
利
子
・
配
当
所
得
の
適
正
な
把
撞
の
た
め
「
納
税
者
番
号
制
虔
」
を
導
入
し
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
 
 

ー
で
管
理
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
試
案
を
発
表
し
た
。
 
 
 

本
稿
は
、
こ
の
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
利
子
・
配
当
等
の
適
正
な
課
税
に
つ
き
、
税
務
行
政
の
執
行
面
に
お
け
る
問
題
点
を
踏
ま
え
 
 

つ
つ
、
「
納
税
者
番
号
制
」
の
導
入
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
。
 
 
 

苦
ず
、
第
三
早
に
お
い
て
、
納
税
者
番
号
制
導
入
の
背
景
を
さ
ぐ
り
、
第
二
葦
は
、
利
子
・
配
当
等
に
つ
い
て
永
年
分
離
課
税
を
採
用
し
 
 

た
沿
革
を
概
観
し
第
三
章
で
ほ
、
タ
ッ
ク
ス
・
イ
ロ
ー
ジ
ョ
ン
の
問
題
 
第
四
章
で
、
現
行
法
下
の
支
払
調
書
御
慶
、
第
五
章
で
ア
メ
リ
カ
 
 

の
納
税
者
番
号
制
度
を
、
そ
し
て
第
六
章
に
お
い
て
納
税
者
番
号
制
度
の
導
入
の
必
然
性
と
そ
の
問
題
点
を
整
理
す
る
こ
と
と
し
た
。
 
 
 

な
お
、
納
税
者
番
号
制
度
の
導
入
を
め
ぐ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
に
つ
い
て
ほ
、
別
稿
（
荒
川
浩
平
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
と
税
務
 
 

調
査
）
に
譲
っ
て
、
本
稿
で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
し
た
。
 
 
 

（
注
1
）
 
昭
和
五
十
四
年
度
の
税
制
改
正
に
関
す
る
答
申
一
の
1
の
糊
 
 
 

（
注
2
）
 
昭
和
五
十
二
年
十
月
四
日
「
今
後
の
税
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
答
申
」
 
 
 

（
注
3
）
 
社
会
保
険
診
療
報
酬
の
所
得
計
算
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
四
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
に
つ
き
必
要
経
費
に
 
 

算
入
す
る
金
額
に
つ
い
て
、
そ
の
収
入
金
額
の
七
二
パ
ー
セ
ン
ト
相
当
額
に
よ
る
特
例
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。
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H
一
般
消
費
税
試
案
の
波
紋
 
 

昭
和
五
±
ニ
年
九
月
十
二
日
、
税
制
調
査
会
が
「
一
般
消
費
税
の
試
案
」
を
発
表
し
て
以
来
各
界
に
お
い
て
そ
の
新
税
導
入
を
め
ぐ
る
議
 
 

（
江
1
）
 
 

論
が
華
々
し
く
展
開
さ
れ
た
。
 
 

一
般
消
費
税
導
入
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
中
期
答
申
に
お
い
て
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
国
の
財
政
は
、
昭
和
五
十
年
度
以
降
連
 
 

続
三
年
間
、
歳
入
の
約
三
割
を
特
例
公
債
を
含
む
公
債
収
入
に
依
存
し
て
い
る
。
こ
の
公
債
依
存
度
ほ
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
戦
後
最
高
の
 
 

も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
最
近
の
諸
外
国
に
お
い
て
も
例
を
み
な
い
高
率
の
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
、
更
に
「
国
及
び
地
方
の
財
政
が
大
量
の
公
 
 

債
や
借
入
金
へ
の
依
存
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
は
、
最
近
に
お
け
る
経
済
活
動
の
停
滞
に
よ
り
、
歳
入
面
で
ほ
、
税
収
の
大
幅
な
落
ち
 
 

込
み
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
後
に
お
け
る
自
然
増
収
も
か
つ
て
の
高
度
経
済
成
長
期
に
比
し
緩
憬
な
伸
び
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
反
面
、
歳
出
 
 

面
で
ほ
、
景
気
回
復
を
図
る
た
め
公
共
事
業
支
出
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
社
会
保
障
の
充
実
等
国
民
生
括
の
安
定
向
上
の
た
め
に
必
要
な
 
 

（
注
2
）
 
 

財
政
支
出
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
財
政
収
支
不
均
衡
の
及
ば
す
影
響
は
、
今
後
、
仮
 
 

に
増
税
が
実
施
さ
れ
ず
、
赤
字
国
債
に
依
存
す
る
と
、
六
十
年
度
に
必
要
な
国
債
発
行
額
は
十
≡
兆
九
千
五
百
億
円
に
達
し
、
国
債
費
も
そ
 
 

（
注
3
）
 
 

の
発
行
額
と
は
ぼ
同
額
の
十
三
兆
円
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
債
の
利
払
い
や
償
還
費
用
に
充
て
る
た
め
に
国
債
を
発
行
す
る
と
い
う
異
 
 

（
注
4
）
 
常
事
態
と
な
り
、
財
政
の
硬
直
化
な
ど
と
い
う
生
や
さ
し
い
話
で
は
な
く
、
財
政
機
能
そ
の
も
の
が
麻
痺
す
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
庵
と
忙
お
い
て
、
こ
の
深
刻
な
財
政
収
支
の
不
埼
衡
の
親
嘆
か
ら
み
て
、
現
在
予
誼
さ
れ
る
適
正
な
澄
済
成
長
率
の
 
 
 

第
≡
早
 
納
税
者
番
号
制
度
導
入
の
背
景
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（
注
5
）
 
 

下
で
は
、
現
行
税
制
に
基
づ
く
自
然
増
収
に
ょ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
結
局
国
民
に
一
般
的
な
税
負
担
の
引
上
げ
を
求
め
 
 

ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
税
体
系
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
ノ
い
る
所
得
税
に
そ
の
負
担
を
求
め
る
と
し
て
も
、
現
在
の
累
 
 

（
注
6
）
 
 

進
構
造
の
下
に
お
い
て
は
現
実
的
に
困
難
で
あ
り
、
こ
こ
竺
般
消
費
税
め
導
入
を
図
ノ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
す
る
方
針
の
下
に
、
一
般
消
費
 
 

（
注
7
）
 
 

税
の
具
体
的
仕
組
み
賢
い
て
の
試
案
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
一
般
消
費
税
の
奮
申
が
提
出
さ
れ
て
以
来
、
歳
臥
の
節
減
 
 

と
並
ん
で
、
不
公
平
税
制
の
是
正
が
先
決
問
題
で
あ
り
、
こ
の
是
正
が
な
さ
れ
な
い
限
り
一
般
消
費
税
導
入
へ
の
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
 
 

（
注
8
）
 
 

得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
す
る
意
見
の
表
明
が
み
ら
れ
、
不
公
平
税
制
の
是
正
の
問
題
へ
と
論
議
が
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
 

（
注
l
）
 
昭
和
五
十
三
年
八
月
二
十
日
か
ら
同
年
九
月
二
十
五
日
ま
で
の
一
般
消
費
税
導
入
に
関
す
る
賛
否
等
に
か
か
わ
る
有
力
五
紙
（
朝
日
・
聾
冗
・
 
 

毎
日
・
日
経
。
サ
ン
ケ
イ
）
の
新
聞
記
事
ほ
五
十
八
件
で
あ
っ
た
。
 
 
 

（
注
2
）
 
昭
和
五
十
二
年
十
月
「
今
後
の
税
制
Ⅵ
ぁ
り
方
に
つ
い
て
の
答
申
」
第
一
の
1
の
拭
 
 
 

（
注
3
）
 
中
期
財
政
収
支
試
算
（
五
十
四
－
六
十
年
度
）
 
 
 

（
注
4
）
 
サ
ン
ケ
イ
新
聞
・
昭
和
五
十
三
年
四
月
十
三
日
朝
刊
「
財
政
再
建
へ
の
道
」
㈲
 
 
 

（
注
5
）
 
前
掲
答
軒
第
一
の
2
の
㈹
 
 
 

（
注
6
）
 
前
掲
答
申
第
二
の
∵
の
1
の
㈲
「
税
率
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

「
我
が
国
の
所
得
税
に
つ
い
て
、
個
人
住
民
税
と
合
わ
せ
て
実
効
税
率
の
曲
線
を
措
き
、
主
要
諸
外
国
の
そ
れ
と
比
べ
て
み
る
と
、
…
…
中
小
所
 
 

得
者
階
層
で
は
低
く
、
高
額
所
得
者
階
層
は
ど
相
対
的
鱒
高
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
累
進
度
は
国
際
的
に
み
て
か
な
り
急
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
 
 

ま
た
、
所
得
税
の
最
高
税
率
ほ
、
個
人
住
民
税
の
税
率
と
合
わ
せ
て
考
え
た
場
合
、
も
は
や
限
界
に
達
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」
 
 
 

（
注
7
）
 
昭
和
五
十
三
年
九
月
一
般
消
費
税
特
別
部
会
報
告
 
 
 

（
荘
8
）
 
た
と
え
ば
、
一
橋
大
学
石
弘
光
教
授
は
、
「
税
制
面
で
の
不
公
平
を
除
去
さ
れ
な
く
て
ほ
、
と
て
も
こ
れ
か
ら
の
増
税
に
応
じ
か
ね
る
と
い
う
 
 

の
が
、
一
般
に
わ
れ
わ
れ
の
間
で
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
あ
る
。
」
（
税
務
弘
報
ぎ
】
．
N
の
、
芽
．
芦
六
貢
）
と
述
べ
て
お
り
、
ま
た
、
日
大
井
手
文
 
 

雄
教
授
も
「
一
般
消
費
税
を
導
入
す
る
前
に
、
現
行
税
制
の
不
公
平
を
で
き
る
だ
け
除
去
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、
 
 

九
 
 
 



一
〇
 
 

一
般
滑
費
税
導
入
へ
の
国
民
の
コ
ソ
セ
ソ
サ
ス
は
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
（
同
ぎ
ー
．
寧
ぎ
．
0
0
二
ハ
貢
）
と
述
べ
て
い
る
。
 
 

H
 
不
公
平
税
制
の
是
正
を
め
ぐ
る
問
題
 
 

租
税
負
担
が
公
平
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
今
更
多
言
を
要
し
な
い
。
し
か
し
、
課
税
の
公
平
の
実
現
が
理
論
的
に
も
実
際
上
も
非
 
 

常
に
難
か
し
い
と
い
う
こ
と
ほ
歴
史
的
事
実
の
示
す
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
 
 

（
注
1
）
 
 
 

租
税
理
念
に
お
け
る
税
負
担
の
規
範
と
し
て
の
公
平
は
古
く
か
ら
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
て
お
り
、
課
税
を
公
正
の
問
題
と
す
る
こ
と
は
ギ
 
 

（
注
2
）
 
 

リ
シ
ヤ
の
昔
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
 
 
 

租
税
原
則
と
し
て
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
租
税
四
原
則
」
や
、
ア
ド
ル
フ
・
ワ
グ
ナ
ー
の
「
租
税
九
原
則
」
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
3
）
 
 

に
お
い
て
も
、
公
平
の
原
則
は
重
要
な
課
税
原
則
と
さ
れ
て
き
た
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
課
税
の
公
平
が
最
も
重
視
さ
れ
る
の
は
所
得
税
で
あ
り
、
一
般
的
に
ほ
二
つ
の
公
平
の
基
準
、
す
な
わ
ち
、
水
平
的
公
平
と
 
 

垂
直
的
公
平
の
基
準
を
満
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
課
税
ベ
ー
ス
を
で
き
る
限
り
拡
大
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
い
わ
 
 

（
注
4
）
 
 

ゆ
る
包
括
所
得
税
（
C
I
T
）
の
提
案
が
な
さ
れ
る
。
現
在
、
わ
が
国
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
課
税
の
不
公
平
は
、
一
つ
に
ほ
政
策
税
 
 

制
面
か
ら
の
問
題
で
あ
り
、
二
つ
に
は
所
得
の
描
捉
率
か
ら
の
問
題
で
あ
る
。
 
 

（
注
5
）
 
 
 

前
者
に
つ
い
て
は
、
既
に
中
期
答
申
に
お
い
て
租
税
特
別
措
置
等
に
つ
い
て
の
整
理
統
合
等
が
具
体
的
に
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、
後
者
に
 
 

お
け
る
課
税
所
得
の
掃
捉
率
の
問
題
か
ら
生
ず
る
タ
ッ
ク
ス
・
イ
ロ
ー
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
ほ
、
そ
れ
が
執
行
上
の
現
実
的
な
問
題
と
も
関
係
 
 

し
、
適
正
な
課
税
所
得
の
描
捉
に
よ
る
公
平
の
実
現
は
非
常
に
難
か
し
い
こ
と
を
認
識
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

既
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
課
税
の
公
平
の
彗
一
口
と
し
て
包
括
的
な
課
税
所
得
概
念
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
大
が
新
た
な
不
公
 
 
 



平
を
生
ず
る
と
す
る
批
判
の
中
に
は
、
理
論
上
に
お
け
る
課
税
所
得
の
範
囲
の
問
題
と
同
時
に
、
課
税
所
得
の
捕
捉
率
に
つ
い
て
の
現
実
的
 
 

（
注
6
）
 
な
問
題
も
含
ん
や
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
 
 
 

巷
間
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
十
・
五
二
二
や
九
・
六
・
四
の
語
源
は
、
ま
さ
し
く
所
得
の
摘
捉
率
の
面
か
ら
の
不
公
平
を
比
愉
的
に
表
現
し
 
 

た
も
の
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
、
た
と
え
ば
給
与
所
得
者
の
税
負
担
が
他
の
所
得
に
比
べ
て
相
対
的
に
過
重
で
あ
る
と
す
る
批
判
が
極
め
て
 
 

（
注
7
）
 
 

強
く
、
ま
た
、
同
業
所
得
者
間
で
も
相
当
の
負
担
の
不
均
衡
が
赦
t
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
税
制
 
そ
の
も
の
か
ら
く
る
問
題
 
 

（
注
8
）
 
 

提
起
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
課
税
所
得
の
捕
捉
率
の
不
均
衡
を
多
分
に
示
唆
を
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

シ
ャ
ウ
プ
は
、
そ
の
勧
告
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

「
い
か
な
る
租
親
制
度
も
そ
れ
が
公
平
な
も
の
で
な
け
れ
ば
成
果
を
上
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
納
税
者
に
よ
っ
て
そ
れ
が
公
平
な
 
 

も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

租
税
の
公
平
と
は
、
一
面
法
に
則
し
て
税
務
行
政
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
他
面
税
法
が
公
平
に
細
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 

税
務
行
政
面
に
お
け
る
公
平
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
税
務
行
政
担
当
者
に
委
ね
る
が
、
税
法
の
規
定
が
公
平
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
 
 

保
証
す
る
の
は
わ
れ
わ
れ
の
主
要
な
任
務
の
一
つ
で
あ
る
。
」
 
 
 

現
在
の
わ
が
国
の
所
得
税
及
び
法
人
税
ほ
、
申
告
納
税
制
度
を
採
用
し
て
お
り
自
主
的
な
納
税
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
納
税
申
告
制
 
 

虔
は
自
ら
そ
の
課
税
標
準
及
び
税
額
を
確
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
方
で
民
主
的
納
税
思
想
に
適
合
し
、
他
方
で
租
税
の
能
率
的
徴
収
の
要
 
 

請
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
申
告
納
税
制
度
が
適
正
に
磯
能
す
る
た
め
に
は
国
民
が
高
い
納
税
意
識
を
も
ち
へ
自
発
的
に
正
確
な
申
告
 
 

（
注
9
）
 
 

を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
理
想
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
税
務
官
庁
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
申
告
所
得
税
に
つ
い
て
ほ
、
調
査
対
象
者
の
八
〇
％
以
上
が
常
に
申
告
漏
れ
所
得
の
あ
る
現
 
 

一
一
 
 
 



一
二
 
 

（
注
1
0
）
 
実
を
深
刻
に
受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
般
論
と
し
て
、
課
税
所
得
の
捕
捉
率
を
高
め
る
と
い
う
要
請
を
満
た
す
た
め
に
は
、
税
務
職
員
に
よ
る
所
得
調
査
の
強
化
の
必
然
性
に
 
 

つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
同
時
に
現
在
の
納
税
者
数
と
税
務
職
員
数
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
か
ら
く
る
ギ
ャ
ッ
プ
に
ど
の
よ
う
に
対
 
 

（
注
1
1
）
 
 

応
す
る
か
の
問
題
で
も
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
現
状
の
下
に
お
い
て
、
不
公
平
税
制
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
利
子
・
配
当
所
得
の
現
行
の
特
例
の
適
用
期
限
の
到
来
に
よ
り
 
 

昭
和
五
十
六
年
分
か
ら
総
合
課
税
へ
移
行
さ
れ
た
場
合
に
、
果
し
て
、
課
税
所
得
の
正
確
な
把
握
が
可
能
か
ど
う
か
の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
 
 

ッ
プ
さ
れ
て
く
る
。
 
 
 

こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
ほ
、
抽
象
論
で
は
な
く
最
も
実
際
的
で
、
か
つ
実
行
可
能
な
手
段
に
ま
り
、
税
務
行
政
の
効
率
化
の
た
め
の
方
 
 

法
論
と
し
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
納
税
者
番
号
制
度
提
案
の
必
然
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

（
注
1
）
 
和
田
八
束
著
「
租
税
政
策
の
再
検
討
」
一
七
貢
（
文
真
澄
・
昭
和
五
十
一
年
第
一
版
）
 
 
 

（
注
2
）
 
井
藤
半
弥
著
「
租
税
原
則
学
説
の
構
造
と
生
成
」
一
七
七
貢
（
千
倉
書
房
・
昭
和
四
十
四
年
版
）
 
 
 

（
注
3
）
 
A
・
ス
ミ
ス
の
租
税
原
則
に
お
い
て
は
、
公
平
の
原
則
が
第
一
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
A
・
ワ
グ
ナ
ー
の
租
税
原
則
に
お
い
て
は
、
公
正
の
 
 

原
則
と
し
て
第
三
番
目
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
公
正
の
原
則
は
、
①
普
遍
の
原
則
と
②
公
平
の
原
則
の
二
つ
の
内
容
か
ら
な
る
。
 
 

A
・
ス
ミ
ス
と
A
・
ワ
グ
ナ
ー
と
の
租
税
原
則
に
お
け
る
最
も
著
し
い
相
違
ほ
、
公
平
の
原
則
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
に
あ
る
と
す
る
。
す
な
 
 

わ
ち
、
ス
ミ
ス
は
、
本
来
租
税
利
益
説
の
立
場
に
立
っ
て
国
家
か
ら
受
け
る
利
益
に
比
例
し
て
納
税
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
の
に
対
し
、
ワ
グ
ナ
 
 

ー
は
租
税
犠
牲
説
の
立
場
に
立
っ
て
、
公
平
な
課
税
と
は
各
人
に
平
等
な
犠
牲
を
強
い
る
課
税
で
あ
る
と
説
く
、
泉
莫
之
松
著
「
税
に
つ
い
て
の
 
 

基
礎
知
識
」
六
九
貢
（
税
務
経
理
協
会
第
六
版
）
 
 

（
注
4
）
 
C
I
T
概
念
に
つ
い
て
ほ
、
一
橋
大
学
教
授
石
弘
光
教
授
に
よ
っ
て
詳
細
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
℃
「
租
税
政
策
の
効
果
」
十
三
貢
以
下
参
照
（
東
 
 

洋
経
済
新
報
社
）
 
 
 



（
注
1
1
）
 
昭
和
五
十
一
年
度
の
申
告
所
得
税
納
税
者
数
は
、
四
、
九
三
九
、
七
〇
〇
人
、
法
人
数
は
、
て
四
七
七
、
五
八
八
件
（
内
普
通
法
人
数
は
一
、
 
 

四
〇
八
、
九
四
六
件
）
で
あ
る
（
昭
和
五
十
一
年
鹿
野
税
庁
統
計
年
報
書
に
よ
る
）
。
 
 

こ
れ
に
対
し
、
調
査
事
務
に
従
事
す
る
直
税
系
統
の
税
務
職
員
の
定
員
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

（
注
5
）
 
前
絡
答
申
第
二
の
一
の
四
 
 

（
注
6
）
 
金
子
宏
 
自
治
研
究
五
十
四
巻
六
号
、
三
文
 
 

（
注
7
）
 
昭
和
四
十
一
年
十
二
月
「
長
期
税
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
答
申
」
第
て
基
本
的
な
考
え
方
い
の
p
 
 

（
注
8
）
 
朝
日
新
聞
社
が
、
昭
和
五
十
三
年
十
月
十
二
、
十
三
両
日
に
行
っ
た
世
論
調
査
に
よ
る
と
、
課
税
に
つ
い
て
の
不
公
平
感
は
六
七
％
に
も
達
し
 
 

て
い
る
。
（
昭
和
五
十
三
年
十
一
月
四
日
 
朝
日
新
聞
朝
刊
十
一
面
）
 
 

（
注
9
）
 
金
子
 
宏
「
租
税
法
」
三
五
〇
貢
（
弘
文
堂
・
昭
和
五
十
一
年
版
）
 
 

（
注
1
0
）
 
個
人
所
得
税
に
つ
い
て
の
過
去
五
年
間
の
調
査
件
数
に
対
す
る
更
正
（
修
正
申
告
を
含
む
。
）
件
数
の
割
合
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

昭
和
四
十
八
年
分
 
 

昭
和
四
十
九
年
分
 
 

昭
和
五
十
年
分
 
 

昭
和
五
十
一
年
分
 
 

昭
和
五
十
二
年
分
 
 

（
週
刊
税
務
通
信
 
宅
〇
．
－
当
∽
〉
 
 

（
昭
和
五
十
一
年
度
国
税
庁
事
務
年
報
に
よ
る
。
）
 
 
 

調
査
査
察
部
 
 

所
得
税
系
統
 
 

法
人
税
系
統
 
 
 

（
計
）
 
 
 

八
七
・
八
％
 
 

八
七
・
〇
％
 
 
 

八
五
・
九
％
 
 

八
六
・
四
％
 
 

八
九
。
○
％
 
 

－
畠
A
－
－
念
申
－
諾
ゴ
ー
笥
↓
）
 
 

二
、
二
四
八
人
 
 

〓
ニ
、
七
五
六
人
 
 

一
〇
、
九
六
四
人
 
 

二
六
、
九
六
八
人
 
 



第
二
章
 
利
子
・
配
当
課
税
の
沿
革
 
 
 

（
注
1
）
 
 
 

利
子
及
び
配
当
に
対
す
る
課
税
の
歴
史
は
古
く
、
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
年
）
の
所
得
税
創
設
の
際
既
に
そ
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
 
 
 

制
定
当
時
の
所
得
税
は
、
い
わ
ゆ
る
一
般
所
得
税
の
形
態
を
採
用
し
、
所
得
を
そ
の
源
泉
に
よ
っ
て
区
別
せ
ず
資
産
、
営
業
ま
た
ほ
勤
労
 
 

か
ら
生
ず
る
所
得
を
す
べ
て
総
合
し
て
課
税
す
る
建
前
を
採
り
、
後
の
第
二
種
所
得
税
に
お
け
る
よ
う
に
、
公
社
債
、
預
金
の
利
子
等
に
つ
 
 

い
て
も
何
等
例
外
を
設
け
て
い
な
か
っ
た
。
 
 

H
 
明
治
こ
十
年
所
得
税
法
創
設
時
 
 

明
治
二
十
年
三
月
の
所
得
税
法
創
設
は
、
わ
が
国
の
租
税
制
度
の
沿
革
上
エ
ポ
ッ
ク
を
画
す
る
顕
著
な
る
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
地
 
 

租
及
び
酒
税
中
心
主
義
か
ら
の
脱
皮
を
図
る
端
緒
と
な
っ
た
が
、
政
府
の
租
税
収
入
の
大
部
分
は
依
然
と
し
て
地
租
並
び
に
酒
税
に
仰
ぐ
は
 
 

か
は
な
い
と
い
っ
た
状
況
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
時
に
お
け
る
各
種
の
諸
税
は
ぃ
す
べ
て
の
職
種
を
通
じ
て
み
た
と
き
、
租
税
の
公
平
な
負
 
 

担
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
と
ほ
い
え
ず
、
む
し
ろ
、
所
得
税
が
創
設
さ
れ
て
初
め
て
負
狙
の
不
公
平
の
欠
陥
を
補
う
こ
と
が
得
ら
れ
た
も
の
 
 
 

一
四
 
 
 

従
っ
て
、
地
域
差
を
無
視
し
た
単
純
一
人
当
た
り
担
当
件
数
は
、
所
得
税
系
統
で
三
五
九
件
、
法
人
税
系
統
（
調
査
査
察
部
人
員
を
含
め
て
）
 
 

一
一
一
件
と
な
る
。
 
 
 

な
お
、
昭
和
五
十
三
年
分
の
申
告
所
得
税
の
納
税
者
数
は
、
五
、
三
六
八
、
0
0
0
人
、
こ
の
は
か
還
付
申
告
書
が
四
〇
五
万
人
か
ら
提
出
さ
 
 

れ
て
い
る
。
（
昭
和
五
十
四
年
五
月
七
日
付
週
刊
国
税
広
報
 
N
〇
．
岩
畠
 
よ
り
）
 
 



（
注
Z
）
 
 

と
い
え
る
。
 
 
 

制
定
当
時
の
所
得
税
法
は
全
文
二
十
九
条
か
ら
計
り
、
年
≡
首
円
以
上
の
個
人
所
得
に
対
し
て
課
税
す
る
も
の
で
、
五
段
階
の
累
進
税
率
 
 

を
採
用
し
、
ま
た
同
居
家
族
の
収
入
ほ
こ
れ
を
戸
主
の
所
得
に
合
算
し
て
課
税
す
る
こ
と
と
し
た
（
同
法
第
一
粂
）
。
 
 
 

こ
こ
で
は
、
公
社
債
そ
の
他
政
府
発
行
も
し
く
は
政
府
の
許
可
を
得
て
発
行
す
る
証
券
の
利
子
、
非
営
業
貸
金
の
利
子
、
株
式
の
利
益
配
 
 

当
金
及
び
俸
給
等
ほ
そ
の
収
入
金
額
を
も
っ
て
所
得
と
し
、
こ
れ
以
外
の
所
得
と
共
に
総
合
課
税
さ
れ
た
。
 
 

目
 
明
治
三
十
二
年
の
改
正
 
 

明
治
二
十
年
創
設
の
所
得
税
法
は
、
そ
の
後
明
治
三
十
二
年
に
至
る
ま
で
改
正
さ
れ
ず
に
経
緯
し
た
が
、
日
清
戦
役
の
戦
後
経
営
の
歳
出
 
 

増
大
に
伴
い
、
増
税
の
必
要
に
迫
ら
れ
所
得
税
法
の
全
体
に
わ
た
っ
て
改
正
さ
れ
た
。
ま
ず
顔
著
な
る
も
の
は
、
改
正
前
の
所
得
税
法
が
個
 
 

人
所
得
に
つ
い
て
の
み
課
税
し
て
い
た
も
の
を
改
め
、
所
得
の
檻
塀
を
三
種
に
分
ち
、
法
人
の
所
得
を
課
税
対
象
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
改
正
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

第
一
鐙
 
法
人
の
所
得
 
 
税
率
 
千
分
の
二
五
 
 
 

第
二
踵
 
公
社
債
の
利
子
 
税
率
 
千
分
の
二
〇
 
 
 

第
三
産
 
前
各
種
に
属
せ
ざ
る
所
得
（
三
宵
円
以
上
の
所
得
に
つ
い
て
十
二
段
階
の
累
進
税
率
）
 
 
 

こ
こ
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
総
合
所
得
税
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
公
社
債
利
子
が
第
二
種
所
得
と
し
て
分
顕
さ
れ
源
泉
課
税
を
行
う
こ
と
 
 

と
し
た
が
、
こ
れ
は
著
し
い
特
色
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
（
こ
の
制
度
は
、
そ
の
後
わ
が
国
の
所
得
税
制
度
を
支
配
し
、
昭
和
十
五
年
の
税
 
 

（
注
3
）
 
 

制
改
正
に
お
い
て
、
第
二
種
所
得
を
総
合
課
税
す
る
と
い
う
理
論
が
制
度
上
原
則
的
に
確
立
さ
れ
る
ま
で
存
続
し
た
）
。
 
 

一
五
 
 
 



二
六
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
総
合
課
税
さ
れ
て
い
た
公
社
債
の
利
子
が
、
疲
泉
課
税
の
み
に
移
行
し
た
動
磯
は
、
無
記
名
の
公
社
債
の
利
子
に
対
す
る
 
 

（
注
4
）
 
 

課
税
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
点
に
帰
着
し
ょ
う
。
 
 

一
方
、
配
当
所
得
に
つ
い
て
は
、
法
人
の
所
得
を
課
税
対
象
と
し
た
こ
と
に
よ
り
、
既
に
源
泉
課
税
済
で
あ
る
か
ら
株
主
社
員
に
は
課
税
 
 

（
注
5
）
 
せ
ず
と
の
主
義
を
採
り
個
人
所
得
税
は
非
課
税
と
し
た
こ
と
も
一
つ
の
特
色
で
あ
る
。
 
 

日
 
大
正
九
年
の
改
正
 
 

明
治
後
半
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
、
所
得
税
の
負
担
の
権
衡
、
課
税
組
織
の
問
題
が
審
議
さ
れ
て
き
た
が
、
所
得
税
制
の
根
本
的
な
改
正
 
 

ま
で
に
ほ
至
ら
ず
推
移
し
た
。
 
 
 

そ
の
後
大
正
九
年
度
の
予
算
編
成
に
当
り
、
恒
久
的
国
防
計
画
の
実
行
の
た
め
に
確
定
的
財
源
を
必
要
と
し
、
そ
の
財
源
を
租
税
収
入
に
 
 

求
め
る
趣
旨
か
ら
各
種
租
税
中
普
遍
的
に
し
て
、
か
つ
、
最
も
弾
力
性
の
あ
る
所
得
税
及
び
負
担
の
余
地
あ
り
と
認
め
ら
れ
る
酒
税
の
増
税
 
 

（
注
6
）
 
 

を
検
討
し
た
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
従
来
の
所
得
税
法
は
、
そ
の
課
税
体
系
に
幾
多
の
不
備
が
存
し
、
課
税
の
公
平
が
期
し
難
い
と
い
う
観
 
 

（
注
7
）
 
 

点
か
ら
所
得
税
制
度
の
根
本
的
改
革
を
行
い
、
増
税
の
目
的
を
達
成
し
ょ
う
と
し
た
。
 
 
 

こ
こ
に
、
所
得
税
法
の
全
文
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
、
大
正
九
年
一
月
第
四
十
二
回
帝
国
議
会
に
所
得
税
法
改
正
法
律
案
を
提
出
し
た
。
 
 
 

こ
の
改
正
法
律
実
の
特
色
は
、
一
つ
に
は
、
そ
れ
ま
で
、
個
人
所
得
と
し
て
諌
税
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
法
人
か
ら
の
配
当
金
及
び
賞
与
金
 
 

を
、
第
三
種
所
得
と
し
て
個
人
に
総
合
課
税
し
て
負
担
の
公
平
を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と
で
、
こ
れ
に
伴
い
第
一
種
所
得
を
四
種
に
分
け
て
課
 
 

税
す
る
こ
と
と
し
た
。
二
つ
に
ほ
、
第
三
種
所
得
と
さ
れ
て
い
た
銀
行
の
定
期
預
金
及
び
こ
れ
と
同
様
の
性
質
を
有
す
る
銀
行
預
金
の
利
子
 
 

を
、
第
二
在
所
待
と
し
て
源
泉
課
税
す
る
こ
と
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 



こ
の
理
由
と
し
て
、
明
治
大
正
財
政
史
で
ほ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
蓋
し
銀
行
の
定
覿
預
金
及
之
と
同
様
の
性
質
を
有
す
る
銀
 
 

行
預
金
の
利
子
は
現
行
法
虹
於
て
ほ
第
三
種
の
所
得
と
し
て
課
税
す
べ
き
規
定
な
る
も
、
従
来
所
得
者
は
動
も
す
れ
ば
其
の
申
告
を
怠
り
、
 
 

銀
行
業
者
等
は
又
各
人
預
金
の
内
容
を
開
示
す
る
を
好
ま
ざ
る
事
情
あ
る
に
依
り
、
其
の
課
税
多
く
は
脱
漏
し
、
課
税
上
権
衡
を
失
す
る
こ
 
 

と
大
な
る
も
の
あ
る
を
以
て
、
改
正
案
に
於
て
ほ
調
査
及
徴
税
の
便
宜
上
、
之
を
第
二
種
の
所
得
と
し
て
源
泉
課
税
を
為
す
こ
と
と
改
鱒
た
 
 

（
注
8
）
 
 

り
。
」
 
 
 

こ
の
改
正
法
律
案
を
め
ぐ
る
衆
議
院
に
お
け
る
審
議
の
経
緯
を
み
る
と
、
現
在
提
起
さ
れ
て
い
る
利
子
・
配
当
分
離
課
税
に
よ
る
不
公
平
 
 

（
注
9
）
 
税
制
の
問
題
と
同
質
の
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
 
 
 

こ
の
所
得
税
法
改
正
案
は
、
第
四
十
二
蓑
会
で
は
成
立
せ
ず
、
第
四
十
三
特
別
議
会
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
た
ま
た
ま
、
 
 

第
一
次
世
界
大
戦
後
の
経
済
界
の
不
況
を
反
映
し
、
法
案
も
原
案
か
ら
は
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
 
 
 

所
得
税
法
改
正
案
の
板
木
と
も
な
る
配
当
金
の
総
合
課
税
も
法
律
案
提
出
原
案
に
お
い
て
は
、
そ
の
全
額
を
個
人
所
得
に
総
合
す
る
こ
と
 
 

と
し
て
い
た
が
、
第
四
十
二
議
会
に
お
け
る
修
正
案
で
は
配
当
金
の
二
割
を
控
除
し
て
所
得
と
す
る
こ
と
に
改
め
、
第
四
十
三
議
会
に
お
い
 
 

（
注
1
0
）
 
 

て
は
更
に
そ
の
控
除
割
合
を
増
加
し
三
割
と
し
た
が
、
最
終
的
に
は
四
割
を
控
除
し
配
当
金
の
六
割
を
も
っ
て
課
税
所
得
と
し
た
。
ま
た
、
 
 

定
期
預
金
利
子
な
ど
に
つ
い
て
は
第
二
種
所
得
と
し
て
源
泉
課
税
の
み
と
す
る
こ
と
は
原
案
ど
お
り
で
あ
っ
た
。
 
 
 

な
お
、
こ
の
改
正
法
に
よ
れ
ば
銀
行
預
金
の
う
ち
、
定
期
預
金
又
は
定
期
預
金
の
性
質
を
有
す
る
銀
行
預
金
の
利
子
の
み
が
第
二
種
所
得
 
 

の
取
扱
い
を
受
け
、
そ
の
他
の
銀
行
預
金
の
利
子
は
貯
蓄
預
金
の
利
子
を
除
き
総
て
第
l
ニ
種
所
得
と
し
て
総
合
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
 
 

い
た
が
、
実
際
上
、
第
三
種
所
得
に
属
す
る
銀
行
預
金
利
子
は
把
握
上
の
問
題
が
あ
り
殆
ん
ど
課
税
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
大
正
十
二
年
一
 
 

月
第
四
十
六
回
帝
国
議
会
に
お
い
て
、
銀
行
預
金
利
子
課
税
の
公
平
を
図
る
た
め
、
貯
蓄
預
金
を
除
く
は
か
は
総
て
の
銀
行
預
金
の
利
子
を
 
 

一
七
 
 
 



一
入
 
 

（
注
1
1
）
 
 

第
二
種
所
得
と
し
て
、
源
泉
課
税
す
る
こ
と
に
改
め
た
。
 
 

囲
 
昭
和
十
五
年
の
改
正
 
 

昭
和
十
五
年
の
税
制
改
正
は
、
い
わ
ゆ
る
長
期
建
設
の
段
階
に
あ
っ
た
当
時
の
わ
が
国
財
政
経
済
の
諸
事
情
に
即
応
す
る
税
制
を
整
備
確
 
 

立
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
根
本
的
な
税
制
改
正
を
囲
っ
た
。
 
 
 

そ
の
中
軸
を
な
す
も
の
は
、
直
接
国
税
の
体
系
を
改
組
し
て
所
得
税
に
つ
い
て
分
類
所
得
税
及
び
総
合
所
得
税
を
併
用
す
る
こ
と
と
し
、
 
 

（
注
1
3
）
 
 

（
注
1
2
）
 
 

収
益
税
制
度
を
廃
止
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
総
合
所
得
税
の
採
用
と
分
類
所
得
税
の
導
入
に
よ
り
税
率
に
大
き
な
弾
力
性
を
与
え
、
 
 

負
担
の
普
遍
化
と
公
平
化
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
琴
一
種
所
得
と
し
て
源
泉
課
税
阻
み
が
行
わ
れ
て
い
た
利
子
等
に
対
す
る
総
合
課
税
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
 
 

総
合
課
税
へ
移
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 
 
 

所
得
税
・
法
人
税
制
度
史
草
稿
に
よ
れ
ば
、
「
す
な
わ
ち
、
昭
和
十
二
年
臨
時
租
税
増
教
法
の
施
行
以
来
数
次
に
わ
た
っ
て
所
得
税
の
増
 
 

徴
が
行
わ
れ
た
結
果
、
等
し
く
投
資
所
得
で
あ
り
な
が
ら
、
株
式
配
当
に
つ
い
て
は
第
三
種
所
得
に
総
合
さ
れ
る
関
係
上
高
額
所
得
者
の
配
 
 

当
所
得
者
に
対
し
て
は
負
担
が
著
し
く
増
加
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
社
債
利
子
、
銀
行
預
金
利
子
等
に
つ
い
て
ほ
源
泉
課
税
の
ま
ま
あ
 
 

る
程
度
比
例
税
率
を
引
き
上
げ
た
の
に
止
ま
っ
た
の
で
、
配
当
所
得
と
の
間
の
負
担
の
差
違
は
ま
す
ま
す
甚
だ
し
く
な
り
、
当
時
最
も
緊
要
 
 

と
さ
れ
た
生
産
力
拡
充
に
も
支
障
を
生
ず
る
よ
う
な
お
そ
れ
も
予
見
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
さ
り
と
て
源
泉
課
税
を
存
続
し
た
ま
ま
税
率
を
無
 
 

制
限
に
引
き
上
げ
る
こ
と
は
一
般
金
利
の
引
下
そ
の
他
金
融
上
に
も
面
白
か
ら
ぬ
結
果
を
招
来
す
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
戦
時
下
に
お
い
て
 
 

こ
の
よ
う
な
課
税
上
の
不
公
平
を
許
し
て
お
く
こ
と
は
社
会
通
念
に
も
反
す
る
と
認
め
ら
れ
た
の
で
、
多
年
の
懸
案
で
あ
る
第
二
種
所
得
の
 
 
 



総
合
課
税
を
断
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

な
お
、
こ
の
利
子
等
の
総
合
課
税
案
に
対
し
、
金
融
界
ほ
全
面
的
に
反
対
の
意
思
を
表
明
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
主
な
る
反
対
 
 

（
注
1
4
）
 
理
由
ほ
次
の
点
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 

U
 
預
金
の
移
動
が
起
り
、
銀
行
経
営
を
不
安
な
ら
し
め
る
。
 
 

佃
 
秘
密
が
暴
露
さ
れ
る
結
果
、
銀
行
預
金
の
妙
味
が
喪
失
し
貯
蓄
心
を
害
す
る
。
 
 

㈱
 
物
へ
の
転
換
を
助
長
し
、
貯
蓄
奨
励
、
公
債
消
化
に
悪
影
響
を
来
す
。
 
 

㈲
 
利
廻
計
算
を
不
明
確
に
し
、
起
債
の
基
準
を
失
わ
し
め
る
。
 
 

㈲
 
預
金
の
分
割
が
行
わ
れ
脱
税
を
誘
発
す
る
。
 
 

〕
 
 

山
 
㈲
 
貯
蓄
預
金
に
、
対
し
普
通
銀
行
並
み
の
税
率
を
も
っ
て
課
税
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
っ
て
、
免
税
限
度
を
郵
便
貯
金
と
の
釣
合
に
求
め
 
 
 

る
こ
と
は
、
郵
便
貯
金
よ
り
や
や
上
層
の
少
額
所
得
者
を
貯
金
者
に
持
つ
貯
蓄
銀
行
の
意
義
を
抹
殺
す
る
に
等
し
い
。
 
 

S
 
貸
付
信
託
の
利
益
に
対
す
る
総
合
課
税
は
信
託
会
社
の
破
碇
を
招
来
す
る
。
 
 
 

要
す
る
に
、
金
融
界
と
し
て
は
、
営
業
政
策
的
な
面
か
ら
総
合
課
税
に
対
し
全
面
的
な
反
対
を
表
明
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
 
 

学
者
達
は
、
負
担
の
均
衡
、
税
制
体
系
の
整
備
、
社
会
正
義
の
見
地
等
か
ら
総
合
課
税
制
度
を
支
持
し
た
。
 
 
 

特
に
、
社
会
正
義
上
の
観
点
か
ら
、
大
口
預
金
が
財
産
隠
匿
の
手
段
と
な
り
脱
税
に
悪
用
さ
れ
て
い
る
実
情
か
ら
す
れ
ば
、
総
合
課
税
を
 
 

行
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
は
、
現
在
に
も
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
所
得
の
捕
捉
率
と
の
関
連
に
お
い
て
、
租
 
 

税
理
論
以
前
の
問
題
が
内
在
す
る
と
こ
ろ
に
総
合
課
税
の
困
難
性
が
窺
わ
れ
る
。
 
 
 

こ
の
第
二
種
所
得
総
合
課
税
の
問
題
は
、
結
果
的
に
は
、
財
政
収
入
上
及
び
金
融
政
策
上
総
合
課
税
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
が
、
な
お
、
 
 

一
九
 
 
 



二
〇
 
 

公
債
消
化
、
貯
蓄
奨
励
等
の
観
点
か
ら
、
そ
の
折
衷
案
と
し
て
当
分
の
間
源
泉
選
択
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
と
な
り
、
次
の
よ
う
な
税
制
と
 
 

な
っ
、
た
。
 
 

（
注
1
5
）
 
 

Ⅲ
 
分
塀
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
国
債
利
子
四
％
、
国
債
以
外
の
公
債
利
子
九
％
、
そ
の
他
一
〇
％
。
 
 

（
注
1
6
）
 
 

吻
一
般
所
得
税
に
つ
い
て
ほ
、
四
割
控
除
の
上
総
合
課
税
を
行
う
が
、
当
分
の
間
一
主
％
の
比
例
税
率
に
よ
る
源
泉
選
択
課
税
を
行
う
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
従
来
第
二
種
所
得
と
し
て
比
例
税
率
に
よ
る
源
泉
課
税
の
み
で
あ
っ
た
社
公
債
、
銀
行
預
金
の
利
子
等
に
対
す
る
課
税
 
 

が
、
他
の
所
得
と
同
様
比
例
税
率
に
よ
る
分
類
所
得
の
ほ
か
、
更
に
累
進
税
率
に
よ
る
総
合
所
得
税
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
っ
 
 

（
注
1
7
）
 
 

と
も
、
総
合
課
税
へ
の
移
行
に
よ
る
急
激
な
税
負
担
を
緩
和
す
る
た
め
の
四
割
控
除
制
虔
や
源
泉
選
択
課
税
制
度
を
導
入
し
た
こ
と
は
前
述
 
 

（
注
1
8
）
 
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 

国
 
昭
軋
二
十
こ
年
の
改
正
 
 

戦
後
、
所
得
税
忙
つ
い
て
は
応
能
負
担
の
原
理
に
基
づ
く
課
税
の
公
平
を
図
る
こ
と
と
し
、
次
の
点
を
中
心
に
根
本
的
な
改
正
が
行
わ
れ
 
 

た
。
一
つ
は
分
類
所
得
税
及
び
総
合
所
得
税
に
よ
る
二
本
建
課
税
を
廃
止
し
一
般
所
得
税
の
み
の
課
税
と
す
る
。
二
つ
に
は
、
総
合
課
税
の
 
 

拡
充
強
化
、
三
つ
立
は
、
予
算
申
告
納
税
制
産
の
採
用
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
利
子
・
配
当
所
得
に
か
か
わ
る
所
得
碗
は
従
来
通
り
源
泉
徴
収
に
よ
っ
て
お
り
、
利
子
所
得
に
対
す
る
源
泉
選
択
制
度
も
存
置
 
 

さ
れ
た
。
 
 
 

な
お
、
利
子
・
既
当
等
に
対
す
る
源
泉
所
得
税
率
ほ
二
〇
％
、
源
泉
選
択
課
税
の
場
合
ほ
六
〇
％
で
あ
っ
た
。
 
 
 



内
 
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
よ
る
利
子
・
配
当
所
得
課
税
へ
の
影
響
 
 

戦
後
税
制
は
、
実
質
的
に
は
昭
和
二
十
五
年
度
（
一
九
五
〇
年
）
に
実
施
さ
れ
た
シ
ャ
ウ
プ
税
制
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
 
 

に
、
昭
和
二
十
四
年
九
月
十
五
日
発
表
さ
れ
た
「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
」
の
わ
が
国
戦
後
税
制
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
。
 
 
 

シ
ャ
ウ
プ
税
制
の
根
幹
を
な
す
も
の
は
完
全
な
総
合
所
得
主
義
で
あ
り
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
は
も
と
よ
り
、
利
子
・
配
当
所
得
も
含
め
 
 

（
注
1
9
）
 
て
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
所
得
を
総
合
し
て
累
進
税
率
を
適
用
す
る
総
合
課
税
方
式
に
そ
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
総
合
課
税
主
義
粧
お
い
て
は
、
従
来
凝
用
さ
れ
て
い
た
利
子
等
の
源
泉
選
択
課
税
の
存
在
は
、
当
然
、
許
さ
れ
な
い
も
の
と
 
 

な
る
。
 
 
 

銀
行
預
金
利
子
等
に
対
す
る
課
税
問
題
は
、
・
戦
後
わ
が
国
の
経
済
政
策
と
の
関
連
に
お
い
て
貯
蓄
増
強
1
資
本
蓄
積
の
観
点
か
ら
優
遇
さ
 
 

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
特
別
措
置
乾
対
す
る
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
の
態
度
は
次
の
よ
う
な
勧
告
上
 
 

な
っ
て
表
わ
れ
て
い
る
。
 
 

「
銀
行
預
金
匠
は
比
例
税
率
で
源
泉
課
税
を
行
い
、
そ
の
他
の
所
得
税
は
一
切
こ
れ
を
課
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
提
案
に
つ
・
い
て
は
、
わ
れ
 
 

わ
れ
は
い
か
な
る
長
所
を
も
発
見
で
き
な
い
1
。
 
 
 

所
得
税
が
大
幅
に
適
温
さ
れ
て
い
る
現
状
に
鑑
み
て
こ
の
比
例
税
率
に
よ
る
課
税
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
多
額
の
税
額
を
徴
収
す
る
 
 

唯
一
の
方
法
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
を
真
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
預
金
者
に
対
－
し
て
、
利
子
所
得
ば
か
り
で
 
 

な
く
他
の
源
泉
か
ら
生
ず
る
所
得
を
も
匿
す
目
的
の
た
め
に
預
金
を
匿
名
で
無
数
の
口
座
に
分
散
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
よ
う
な
政
策
に
、
 
 

そ
の
大
部
分
の
責
が
負
わ
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
 
 

ニ
ー
 
 
 



二
二
 
 

か
よ
ノ
ぅ
な
政
策
は
、
何
と
し
て
も
弁
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
今
後
、
い
か
な
る
銀
行
に
も
、
相
当
の
理
由
に
よ
っ
て
 
 

預
金
者
の
真
正
な
名
義
で
行
わ
れ
て
い
な
い
と
信
ぜ
ら
れ
る
よ
う
な
預
金
ほ
、
一
切
こ
れ
を
禁
止
す
る
よ
う
に
勧
告
す
る
。
 
 
 

更
に
、
納
税
者
の
所
得
調
査
の
目
的
を
以
て
、
税
務
調
査
官
が
相
当
の
令
状
を
呈
示
し
て
、
銀
行
の
書
塀
を
検
査
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
 
 

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
正
当
な
所
得
税
を
免
れ
る
よ
う
な
利
子
額
は
消
失
す
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

更
に
、
源
泉
に
お
い
て
多
額
の
金
額
を
徴
収
す
る
た
め
に
、
最
終
的
に
一
定
の
比
例
税
率
で
課
税
す
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
。
二
〇
％
 
 

な
い
し
二
五
％
の
源
泉
課
税
が
行
わ
れ
れ
ば
、
大
抵
の
納
税
考
の
利
子
所
得
に
関
す
る
責
任
は
果
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
 
 

っ
て
、
そ
の
利
子
額
が
所
得
税
申
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
脱
税
額
は
比
較
的
少
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
所
得
 
 

に
対
t
て
、
こ
れ
以
上
課
税
せ
ぬ
ヱ
と
を
法
律
で
定
め
れ
ば
、
利
子
所
得
は
も
ほ
や
完
全
に
課
税
当
局
の
カ
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
と
な
り
、
 
 

巨
贋
な
利
子
所
得
と
い
え
ど
も
、
比
較
的
軽
少
な
税
を
課
さ
れ
る
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
な
る
。
か
く
て
銀
行
預
金
は
富
裕
階
級
の
た
め
の
脱
税
 
 

（
注
2
0
）
 
 

の
避
難
所
と
化
し
、
累
進
所
得
税
の
原
則
は
完
全
に
じ
ゅ
う
り
ん
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
」
 
 
 

こ
の
ユ
ぅ
な
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
基
き
」
昭
和
二
十
五
年
度
の
所
得
税
法
改
正
で
ほ
、
預
金
利
子
な
ど
に
つ
い
て
の
源
泉
選
択
制
虔
を
廃
止
 
 

し
、
総
て
の
所
得
を
総
合
し
て
具
進
課
税
す
る
総
合
課
税
主
義
を
採
用
し
た
。
 
 

（
注
2
1
）
 
 
 

ま
た
、
配
当
所
得
に
つ
い
て
は
、
源
泉
課
税
を
廃
止
し
、
所
得
税
額
か
ら
控
除
す
る
配
当
所
得
の
比
率
を
一
五
％
か
ら
二
五
％
と
し
た
。
 
 

田
 
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
後
に
お
け
る
課
税
の
変
遷
 
 

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
匿
基
き
、
利
子
・
配
当
所
得
を
含
め
た
総
合
課
税
方
式
も
次
の
よ
う
に
変
遷
し
て
い
っ
た
。
 
 

侶
 
利
子
所
得
の
源
泉
選
択
制
度
の
復
活
 
 
 



昭
和
二
十
六
年
、
預
金
の
無
記
名
制
度
と
共
に
、
五
〇
％
の
源
泉
所
得
税
率
に
よ
る
源
泉
選
択
制
虔
が
復
活
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
き
制
 
 

度
史
草
稿
は
「
所
得
税
の
正
統
的
な
理
論
か
ら
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
変
則
的
な
課
税
方
法
ほ
強
く
排
撃
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
預
金
の
 
 

秘
密
性
保
持
に
立
脚
す
る
総
合
課
税
反
対
論
と
の
妥
協
策
と
し
て
昭
和
十
五
年
以
来
、
こ
う
し
た
方
式
が
認
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
 
 

か
し
源
泉
選
択
制
産
廃
止
直
後
朝
鮮
動
乱
の
勃
発
に
よ
っ
て
資
本
蓄
積
の
要
望
が
叫
ば
れ
る
に
至
り
、
再
び
こ
の
制
度
復
括
の
機
運
が
動
き
 
 

始
め
、
殊
に
預
貯
金
の
増
勢
が
鈍
化
し
た
の
は
源
泉
選
択
制
の
廃
止
に
基
因
し
て
い
る
と
い
う
観
測
も
あ
な
が
ち
誇
張
で
は
な
い
と
認
め
ら
 
 

れ
る
点
も
あ
っ
て
、
資
本
蓄
積
措
置
の
二
顔
と
し
て
の
源
泉
選
択
制
度
が
再
び
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
と
な
っ
た
。
源
泉
選
択
が
認
め
ら
れ
た
 
 

範
囲
内
に
お
い
て
所
得
は
総
合
さ
れ
ず
、
東
町
村
民
税
も
こ
の
所
得
に
つ
い
て
は
課
税
標
準
と
な
し
得
な
い
こ
と
と
な
り
課
税
の
公
平
が
害
 
 

せ
ら
れ
る
と
い
う
議
論
は
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
際
と
し
て
、
は
資
本
蓄
積
に
優
先
性
を
認
め
、
租
税
理
論
は
一
歩
後
退
せ
ざ
る
を
得
 
 

（
注
明
ご
 
 

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
貯
蓄
の
奨
励
1
資
本
蓄
積
の
優
先
性
の
下
に
源
泉
選
択
制
度
の
特
別
措
置
が
そ
の
後
継
続
さ
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
 

昭
和
二
十
六
年
に
五
〇
％
で
あ
っ
た
源
泉
選
択
税
率
は
、
そ
の
後
の
経
済
政
策
と
の
関
連
に
お
い
て
、
二
十
入
年
に
は
源
泉
分
離
課
税
と
 
 

な
り
、
そ
の
税
率
は
一
〇
％
、
二
十
九
年
に
は
、
個
人
の
一
年
以
上
の
定
期
性
預
金
の
利
子
所
得
等
に
対
す
る
税
率
を
特
に
五
％
に
引
下
げ
、
 
 

更
に
三
十
年
に
は
、
同
年
七
月
か
ら
≡
十
二
年
三
月
ま
で
の
臨
時
措
置
と
し
て
預
金
利
子
・
公
社
債
利
子
等
を
非
課
税
と
し
た
。
こ
の
臨
時
 
 

（
注
2
3
）
 
措
置
は
、
長
期
性
預
金
の
利
子
に
つ
い
て
、
三
十
四
年
三
月
末
ま
で
適
用
が
延
期
さ
れ
た
。
三
十
四
年
四
月
以
降
は
税
率
の
異
動
は
み
ら
れ
 
 

る
が
、
そ
の
基
本
的
課
税
方
式
は
変
る
こ
と
な
く
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
 
 
 

ま
た
、
少
額
貯
蓄
非
課
税
制
度
は
昭
和
三
十
入
年
に
導
入
さ
れ
、
導
入
当
時
の
非
課
税
限
度
額
五
十
万
円
か
ら
そ
の
後
三
百
万
円
に
拡
大
 
 

（
注
2
4
）
 
し
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
 
 

二
三
 
 
 



二
四
 
 
 

囲
 
配
当
所
得
監
対
す
る
源
泉
徴
収
の
復
活
 
 
 

配
当
所
得
に
対
す
る
課
税
は
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
課
税
と
関
連
し
て
総
合
所
得
税
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
源
泉
課
税
に
つ
 
 

い
て
は
昭
和
二
十
五
年
虔
に
廃
止
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
配
当
所
得
に
対
す
る
所
得
税
課
税
の
充
実
を
期
す
る
趣
旨
の
下
に
昭
和
二
十
七
年
 
 

一
月
一
日
以
後
支
払
の
確
定
す
る
配
当
に
つ
い
て
二
〇
％
の
税
率
で
源
泉
徴
収
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
ょ
っ
て
廃
止
さ
れ
 
 

た
と
の
制
度
は
再
び
復
活
す
る
こ
と
・
に
な
っ
た
。
 
 
 

昭
和
二
十
五
年
分
の
所
得
税
を
み
る
と
、
同
年
中
の
配
当
金
額
は
紛
二
百
僚
と
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
同
年
分
の
所
得
と
し
て
申
 
 

告
さ
れ
た
配
当
金
額
は
僅
か
に
三
六
億
円
に
過
ぎ
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
所
得
税
の
課
税
を
受
け
な
い
者
の
配
当
所
得
が
若
干
あ
 
 

る
と
し
て
も
、
相
当
部
分
の
者
ほ
配
当
所
得
の
申
告
を
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
た
め
で
あ
る
。
し
か
も
法
人
収
益
の
増
大
 
 

に
伴
っ
て
配
当
率
が
著
し
く
上
昇
し
配
当
所
得
が
増
加
し
っ
つ
あ
る
と
き
に
、
こ
う
し
た
状
態
に
放
置
す
る
こ
と
ほ
所
得
税
負
担
の
公
平
を
 
 

（
注
2
5
）
 
期
す
る
上
か
ら
も
許
さ
れ
難
い
と
す
る
理
由
に
基
づ
く
も
の
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
源
泉
徴
収
制
度
の
復
活
理
由
が
、
配
当
所
得
の
把
撞
上
の
問
題
か
ら
生
じ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
所
得
の
総
 
 

合
課
税
の
問
題
は
税
制
面
の
改
革
以
上
に
納
税
き
フ
ル
の
問
題
と
、
適
正
な
申
告
納
税
制
度
を
担
保
す
る
た
め
の
具
体
的
な
課
税
技
術
の
面
 
 

か
ら
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

以
上
、
利
子
配
当
課
税
方
式
の
沿
革
と
変
遷
を
概
観
し
た
が
、
利
子
、
配
当
所
得
に
つ
い
て
常
に
総
合
課
税
方
式
が
提
案
さ
れ
な
が
ら
 
 

も
、
源
泉
分
離
（
選
択
）
課
税
方
式
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
金
融
政
策
的
な
一
面
も
挙
る
こ
と
な
が
ら
、
現
実
に
ほ
、
利
 
 

子
・
配
当
所
得
の
描
捉
の
問
題
、
す
な
わ
ち
税
務
執
行
上
に
お
け
る
問
題
が
歴
史
的
事
実
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
 
 

で
あ
る
。
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（
注
1
）
 
創
設
時
の
所
得
税
法
（
明
治
二
十
年
三
月
二
十
三
日
勅
令
第
五
号
）
第
二
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
 
 

第
二
条
 
所
得
ハ
左
ノ
定
則
二
拠
テ
算
出
ス
べ
シ
 
 

第
一
公
債
証
書
其
他
政
府
ヨ
リ
発
シ
若
ク
ハ
政
府
ノ
特
許
ヲ
得
テ
発
ス
ル
証
券
ノ
利
子
、
営
業
ニ
ア
ラ
サ
ル
貸
金
預
金
ノ
利
子
、
株
式
ノ
利
 
 

益
配
当
金
、
官
私
ヨ
リ
受
ク
ル
俸
給
、
′
手
当
金
、
年
金
、
恩
給
金
及
割
戚
賞
与
金
ハ
直
二
其
金
額
ヲ
以
テ
所
得
ト
ス
 
 

大
蔵
省
編
さ
ん
「
明
治
大
正
財
政
史
」
 
常
六
巻
 
内
国
税
（
上
）
 
七
貢
 
 

雪
岡
重
菩
「
所
得
税
・
法
人
税
制
度
史
草
稿
」
1
六
賓
 
 

渡
辺
善
蔵
「
所
得
税
法
・
資
禾
利
子
税
法
釈
義
」
（
自
治
館
昭
和
四
年
版
）
 
 

所
得
税
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
十
七
寿
｝
第
五
条
、
左
二
掲
ク
ル
所
得
l
二
所
得
税
ヲ
課
セ
ス
 
 

一
モ
六
 
省
略
 
 
 

七
 
此
ノ
法
律
二
依
り
所
得
税
ヲ
深
雪
フ
レ
ク
ル
法
人
ヲ
リ
受
ウ
ル
配
当
金
及
割
底
質
与
金
 
 

大
蔵
省
編
さ
ん
 
前
掲
書
 
二
童
○
頁
 
 

前
掲
喜
一
・
〇
八
一
貢
 
 

前
掲
善
一
▼
〇
八
六
貢
 
 

所
得
税
法
改
正
法
律
案
外
六
件
委
員
会
読
録
 
第
二
固
よ
り
抜
粋
 
大
正
九
年
一
月
三
十
一
日
（
原
本
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）
 
 

○
小
川
郷
太
郎
君
 
ソ
レ
カ
ラ
私
ハ
進
ミ
マ
シ
テ
所
得
税
ノ
内
容
二
就
テ
少
シ
ク
伺
ヒ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
第
一
番
二
法
人
所
得
額
ニ
…
於
キ
マ
 
 

シ
テ
、
源
泉
課
税
ヲ
廃
シ
タ
上
玉
フ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、
是
ハ
私
等
ハ
確
二
税
法
ノ
進
歩
デ
ア
ル
ト
賛
成
ス
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
併
シ
政
 
 

府
ノ
意
思
ヲ
明
カ
ニ
シ
マ
ス
為
メ
ニ
、
此
源
泉
課
税
ヲ
廃
シ
タ
理
由
ヲ
一
応
東
ッ
テ
置
キ
ク
イ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
源
泉
課
税
ヲ
廃
シ
タ
 
 

ト
申
シ
マ
ス
ノ
ハ
、
多
分
個
人
ノ
担
税
力
三
応
ジ
タ
課
税
ヲ
ス
ル
為
メ
ニ
）
個
人
ノ
総
テ
ノ
所
得
ヲ
集
メ
テ
見
ナ
ケ
レ
バ
担
税
力
ガ
分
ラ
ナ
イ
 
 

カ
ラ
源
泉
課
税
ヲ
廃
止
サ
シ
タ
ト
思
ラ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ケ
レ
ド
モ
、
此
論
拠
ガ
明
カ
デ
ナ
イ
ト
税
法
ノ
精
神
ガ
分
ラ
ナ
ク
ナ
リ
マ
ス
カ
ラ
一
応
 
 

政
府
ノ
見
ル
所
ノ
理
由
ヲ
御
説
明
ア
リ
タ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
 
 

○
国
務
大
臣
（
男
爵
高
橋
是
清
君
）
 
源
泉
課
税
ヲ
配
当
二
就
テ
廃
止
シ
マ
シ
タ
理
由
ノ
主
ナ
ル
モ
ノ
ハ
、
源
泉
課
税
デ
ア
リ
マ
ス
ト
云
フ
ト
、
 
 

二
五
 
 
 



二
六
 
 

如
何
ニ
モ
人
く
ノ
所
得
カ
ラ
言
ヒ
マ
ス
ル
ト
、
不
公
平
デ
ア
ル
、
例
へ
バ
僅
：
百
円
ノ
配
当
ヲ
受
ケ
ル
人
モ
、
数
百
万
円
ノ
配
当
ヲ
受
ケ
ル
人
 
 

モ
、
同
ジ
税
率
ノ
源
泉
課
税
デ
ア
ル
ト
、
是
二
於
テ
所
得
税
ノ
不
公
平
卜
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ル
、
ソ
レ
デ
之
ヲ
個
人
二
綜
合
シ
テ
課
税
ス
ル
ガ
公
 
 

平
ヲ
得
ル
ト
云
フ
見
地
カ
ラ
、
源
泉
課
税
ヲ
廃
止
シ
タ
ノ
デ
ス
 
 

○
小
川
郷
太
郎
君
 
源
泉
課
税
ヲ
廃
シ
タ
理
由
ハ
拝
承
致
シ
マ
シ
タ
、
是
ハ
株
ノ
配
当
二
就
テ
ノ
御
説
明
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
併
シ
唯
今
申
サ
レ
 
 

マ
シ
タ
理
由
卜
云
フ
モ
ノ
ハ
、
唯
く
ソ
ノ
配
当
ダ
ケ
ニ
止
マ
ラ
ス
ト
思
フ
、
勿
論
公
平
ヲ
期
ス
ル
上
京
フ
点
二
於
テ
ハ
、
他
ノ
源
カ
ラ
釆
ル
所
 
 

ノ
所
得
モ
同
シ
論
法
ヲ
以
テ
言
ヘ
ル
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
随
ッ
テ
此
ノ
源
泉
課
税
ヲ
廃
ス
ル
ト
云
フ
理
由
ヲ
附
ケ
ル
以
上
ハ
、
所
得
税
全
 
 

体
l
二
旦
ッ
テ
サ
ウ
云
フ
方
針
デ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ル
マ
イ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
所
ガ
此
改
正
法
案
ヲ
見
マ
ス
ル
ト
、
所
謂
今
日
マ
デ
称
サ
レ
テ
 
 

居
ル
、
第
二
種
所
得
税
卜
云
フ
モ
ノ
ハ
源
泉
課
税
デ
ア
ル
、
第
l
一
種
所
得
税
ハ
公
債
及
社
債
二
対
シ
テ
、
之
ヲ
個
人
二
綜
合
シ
テ
課
税
ス
ル
ノ
 
 

デ
ナ
ク
シ
テ
、
其
公
債
ノ
ア
ル
処
其
社
債
ノ
ア
ル
処
二
就
テ
、
ソ
レ
ダ
ケ
別
二
税
ヲ
取
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
是
ハ
源
泉
課
税
デ
ア
ル
ト
思
 
 

フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
唯
今
大
蔵
大
臣
ノ
御
話
ニ
ナ
ッ
ク
例
ヲ
以
テ
言
へ
バ
、
株
二
代
フ
ル
ニ
公
債
社
債
卜
云
フ
モ
ノ
ヲ
、
百
円
ノ
利
子
ヲ
得
ル
 
 

者
ト
、
或
ハ
数
十
万
円
、
数
百
万
円
ノ
利
子
ヲ
得
ル
者
卜
同
ジ
率
ヲ
以
テ
課
税
ヲ
ス
ル
カ
ラ
是
ハ
大
変
不
公
平
デ
ア
ル
、
唯
今
ノ
論
理
ヲ
以
テ
 
 

行
キ
マ
ス
ト
、
公
債
社
債
二
就
テ
此
源
泉
課
税
ヲ
取
ッ
テ
居
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
甚
ダ
不
都
合
デ
ア
ル
、
ソ
レ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
源
泉
課
税
法
ヲ
 
 

廃
止
ス
ル
上
京
フ
論
理
ヲ
取
ル
ナ
ラ
バ
、
宣
シ
ク
第
二
種
所
得
税
卜
云
フ
モ
ノ
ハ
、
矢
張
廃
メ
テ
是
モ
個
人
ノ
所
得
二
綜
合
シ
テ
課
ケ
ベ
キ
モ
 
 

ノ
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
フ
、
然
ラ
ザ
レ
．
バ
是
：
於
テ
論
理
ノ
矛
盾
ガ
起
ル
、
所
得
税
法
改
正
ノ
方
針
ガ
徹
底
シ
ナ
イ
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
ル
ト
思
フ
ノ
 
 

デ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
コ
デ
私
ハ
御
尋
シ
タ
イ
ノ
ハ
、
第
二
在
所
得
税
ヲ
何
故
源
泉
課
税
ヲ
廃
止
ス
ル
ノ
理
由
二
依
ッ
テ
株
ノ
配
当
卜
同
ジ
ャ
ウ
ニ
 
 

取
扱
ハ
ヌ
カ
ト
云
フ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
、
尚
ホ
ソ
レ
ヲ
モ
ウ
少
シ
分
ケ
テ
御
尋
致
シ
マ
ス
ガ
、
公
債
卜
申
シ
マ
ス
ケ
レ
ド
モ
、
唯
今
御
答
ガ
ア
 
 

リ
マ
シ
タ
デ
ス
ガ
、
私
ノ
記
憶
ス
ル
所
デ
ハ
、
国
債
ハ
デ
ス
、
是
ハ
何
等
税
ガ
ナ
イ
ト
記
憶
シ
テ
居
リ
マ
ス
、
百
分
ノ
ニ
デ
ア
リ
マ
セ
ヌ
デ
国
 
 

債
ハ
全
然
私
ハ
税
ガ
課
カ
ッ
テ
居
ナ
イ
モ
ノ
ト
思
フ
、
ソ
レ
カ
ラ
地
方
債
：
於
テ
首
分
ノ
二
、
社
債
二
於
テ
百
分
ノ
三
ト
、
斯
り
云
フ
コ
ト
ニ
 
 

ナ
ッ
テ
居
リ
マ
ス
ガ
、
国
債
デ
ア
ッ
テ
そ
、
英
人
ガ
刺
子
ヲ
於
ハ
十
万
円
、
或
ハ
五
十
万
円
卜
云
フ
ヤ
ウ
ナ
利
子
ヲ
得
ル
者
ガ
ナ
イ
ト
モ
限
ラ
 
 

ヌ
、
サ
ウ
云
フ
者
ガ
全
然
所
得
税
ヲ
免
レ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
是
ハ
不
都
合
ナ
事
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
ソ
レ
ガ
唯
ミ
此
源
泉
 
 

二
課
ケ
ル
土
石
フ
コ
ト
デ
ア
レ
バ
、
成
程
国
債
卜
云
フ
モ
ノ
ハ
二
万
ハ
五
分
ノ
利
子
ヲ
約
シ
テ
、
其
中
カ
ラ
ー
部
分
ヲ
取
ッ
テ
或
ハ
四
分
九
厘
 
 
 



ダ
ケ
ニ
シ
マ
ス
ル
ト
、
国
庫
ガ
約
束
二
背
イ
タ
ト
云
フ
コ
ト
ハ
言
ヘ
ル
カ
モ
知
レ
マ
セ
ヌ
ガ
、
ソ
レ
モ
誤
ッ
テ
居
ル
ト
思
ヒ
マ
ス
ガ
併
シ
源
泉
 
 

課
税
ヲ
廃
シ
テ
個
人
こ
綜
合
シ
マ
ス
ル
ト
、
ソ
ソ
ナ
非
難
二
些
ト
モ
起
ラ
ヌ
、
ソ
レ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
国
債
ノ
利
子
上
京
フ
モ
ノ
ヲ
何
故
個
 
 

人
二
綜
合
シ
ナ
イ
カ
、
社
債
ノ
利
子
ヲ
何
故
個
人
ノ
所
得
二
綜
合
シ
テ
課
税
シ
ナ
イ
カ
、
ソ
レ
ヲ
分
チ
テ
御
尋
シ
マ
ス
、
尚
ホ
一
歩
進
ミ
マ
シ
 
 

テ
同
ジ
此
源
泉
課
税
廃
止
ノ
コ
ト
ニ
関
聯
シ
テ
居
リ
マ
ス
カ
ラ
御
尋
致
シ
マ
ス
ガ
、
今
回
ハ
銀
行
ノ
預
金
卜
云
フ
モ
ノ
ヲ
又
源
泉
課
税
ヲ
持
ッ
 
 

テ
釆
タ
、
銀
行
ノ
預
金
土
石
フ
モ
ノ
モ
実
ハ
個
人
ノ
所
得
二
綜
合
シ
テ
ナ
ケ
レ
バ
分
ラ
ヌ
筈
デ
ア
ラ
ウ
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
然
ル
ニ
今
度
 
 

ノ
税
法
ハ
、
株
ノ
方
二
付
テ
ハ
源
泉
課
税
ヲ
廃
シ
テ
居
リ
ナ
ガ
ラ
、
尚
ホ
源
泉
課
税
ヲ
多
ク
シ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
定
期
預
金
卜
云
フ
モ
ノ
ニ
 
 

対
シ
テ
、
源
泉
課
税
ヲ
ヤ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
、
是
ハ
非
常
ナ
矛
盾
ノ
コ
ト
デ
ア
ル
ト
思
ハ
レ
ル
ノ
デ
ス
、
唯
今
大
蔵
大
臣
ハ
定
期
預
金
卜
云
7
 
 

モ
ノ
ニ
就
テ
ハ
、
中
々
銀
行
モ
申
告
シ
ナ
イ
、
個
人
モ
申
告
シ
ナ
イ
カ
ラ
、
斯
り
云
フ
風
二
出
タ
ト
云
7
御
話
デ
ア
リ
マ
ッ
ク
ガ
、
若
シ
第
二
 
 

種
所
得
税
モ
入
レ
テ
之
ヲ
課
税
ス
コ
ト
ガ
出
来
ル
ナ
ラ
バ
、
銀
行
ヲ
シ
テ
申
告
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ガ
出
来
ル
、
又
個
人
土
モ
申
告
セ
シ
ム
ル
コ
ト
 
 

ガ
出
来
ル
ナ
ラ
バ
、
綜
合
課
税
ヲ
シ
テ
モ
欠
張
出
来
ル
上
古
ハ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
、
此
源
泉
課
税
ニ
シ
テ
、
第
二
在
所
得
ニ
シ
タ
カ
ラ
、
初
メ
 
 

テ
十
分
ノ
申
告
ガ
取
レ
ル
ト
云
フ
理
由
ガ
私
ハ
明
白
デ
ナ
イ
ト
思
フ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
唯
今
マ
デ
ハ
隠
シ
テ
居
ッ
テ
、
今
度
隠
サ
ナ
イ
ヤ
ウ
ニ
 
 

ス
ル
ト
云
フ
理
由
デ
ハ
、
此
所
二
持
ッ
テ
来
夕
訳
ガ
十
分
二
私
ハ
分
ラ
ナ
イ
ト
思
フ
、
モ
ウ
一
ツ
ハ
山
林
ノ
所
得
卜
云
フ
モ
ノ
ハ
、
以
前
綜
合
 
 

課
税
ニ
シ
テ
ア
ッ
ク
、
ソ
レ
ヲ
今
回
ハ
之
ヲ
源
泉
二
於
テ
課
ス
ル
、
別
ニ
シ
テ
免
二
角
綜
合
シ
ナ
イ
デ
課
ケ
ル
ト
斯
ウ
云
フ
仕
組
ニ
セ
ラ
レ
マ
 
 

シ
タ
ノ
ハ
ド
ゥ
モ
株
ノ
配
当
金
二
就
テ
ヤ
ッ
タ
方
針
卜
全
然
反
対
ナ
方
針
二
走
ヅ
テ
居
ル
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
シ
テ
、
是
ハ
改
正
法
ノ
少
ク
ト
 
 

キ
私
ハ
欠
点
デ
ナ
イ
カ
ト
思
フ
、
何
故
二
之
ヲ
皆
綜
合
シ
テ
課
税
ス
ル
コ
ト
ニ
シ
ナ
イ
ノ
デ
ア
ル
カ
、
此
事
ヲ
一
ツ
御
伺
ヒ
シ
ク
イ
ノ
デ
ア
リ
 
 

マ
ス
、
ソ
レ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
全
体
二
綜
合
課
税
上
石
フ
コ
ト
ヲ
貫
カ
ナ
カ
ッ
タ
理
由
、
尚
ホ
ソ
レ
ヲ
小
別
二
致
シ
マ
シ
テ
、
国
債
卜
云
フ
モ
 
 

ノ
ヲ
無
税
ニ
シ
之
ヲ
綜
合
シ
ナ
イ
ト
云
フ
理
由
、
社
債
ヲ
矢
張
其
健
二
置
イ
テ
居
ッ
タ
其
理
由
、
預
金
及
山
林
所
得
上
玉
フ
モ
ノ
ヲ
更
二
第
二
 
 

所
得
税
二
加
へ
タ
理
由
、
之
ヲ
十
分
御
説
明
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
シ
マ
ス
 
 

○
国
務
大
臣
（
男
爵
高
橋
是
清
君
）
 
成
程
理
論
一
遍
カ
ラ
考
へ
マ
ス
レ
バ
、
源
泉
課
税
、
第
二
種
ノ
所
得
税
、
斯
ウ
シ
テ
屠
ル
ノ
ハ
矛
盾
デ
ア
 
 

ル
、
一
貫
シ
テ
ナ
イ
ト
云
フ
御
議
論
ノ
ア
ル
ノ
ハ
御
尤
デ
ア
リ
マ
ス
、
凡
ソ
税
法
ヲ
定
メ
ル
ニ
唯
ミ
理
論
一
遍
カ
ラ
定
メ
雄
イ
モ
ノ
チ
ア
ッ
テ
、
 
 

之
ヲ
実
行
ノ
上
二
於
テ
脱
税
者
等
ノ
弊
ノ
成
べ
ク
無
イ
ヤ
ウ
ニ
、
成
べ
ク
営
業
者
ナ
ド
ノ
帳
繹
ナ
ド
ニ
立
入
ッ
テ
深
ク
営
業
ノ
秘
密
ナ
ド
迄
モ
 
 

二
七
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二
八
 
 

謁
べ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云
フ
コ
ト
モ
、
成
ベ
ク
避
ケ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
、
ソ
レ
デ
株
券
ノ
如
キ
ハ
各
会
社
ガ
考
課
状
ヲ
出
シ
マ
ス
、
之
二
依
 
 
 

ッ
テ
税
務
署
デ
ハ
漏
レ
ナ
ク
分
ル
訳
デ
ア
リ
マ
ス
、
隠
ス
コ
ト
ノ
出
来
ナ
イ
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
ケ
レ
ド
モ
勧
業
銀
行
ノ
債
券
デ
ア
リ
マ
ス
ト
 
 
 

カ
、
地
方
ノ
債
権
デ
ア
リ
マ
ス
ト
カ
云
フ
モ
ノ
ハ
、
是
ハ
申
告
ヲ
待
ッ
ヨ
リ
仕
方
ガ
無
イ
、
著
シ
納
税
者
ガ
納
税
ノ
義
務
ヲ
重
ソ
ジ
テ
、
偽
リ
 
 
 

ナ
ク
正
直
二
皆
申
告
ス
ル
時
代
ニ
ナ
リ
マ
ス
レ
バ
、
総
テ
是
ハ
綜
合
所
得
デ
モ
差
支
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ケ
レ
ド
モ
、
ド
ゥ
モ
今
日
ハ
サ
ウ
 
 
 

往
カ
ナ
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
成
ベ
ク
其
脱
税
ノ
無
イ
ヤ
ウ
ニ
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
、
サ
ウ
シ
テ
見
ル
ト
云
フ
ト
、
此
債
券
ノ
如
キ
斯
様
ナ
モ
ノ
 
 
 

ハ
先
ヅ
源
泉
デ
課
税
ス
レ
バ
脱
漏
ガ
ナ
イ
、
脱
漏
ガ
ナ
イ
上
京
ノ
方
二
近
イ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
是
ハ
各
国
共
二
此
所
得
税
二
於
テ
モ
種
類
ガ
分
 
 
 

レ
テ
ア
ル
、
其
性
質
二
依
ッ
テ
徴
収
方
法
モ
達
フ
、
今
ノ
預
金
ノ
如
キ
モ
ノ
モ
矢
張
サ
ウ
デ
ア
ル
、
若
シ
悉
ク
之
ヲ
綜
合
所
得
税
卜
云
フ
コ
ト
 
 

ニ
シ
マ
ス
レ
バ
、
考
課
状
ナ
ン
カ
ノ
ヤ
ウ
ニ
明
二
世
ノ
中
二
現
ハ
レ
テ
、
確
実
二
分
カ
ル
キ
ノ
、
外
ハ
総
テ
本
人
ノ
申
告
二
依
頼
シ
ナ
ケ
レ
バ
 
 
 

チ
ラ
ミ
本
人
ノ
申
告
ガ
不
当
ナ
リ
ト
ス
レ
バ
、
立
入
ッ
テ
英
人
 

ス
、
サ
ウ
云
フ
コ
ト
ノ
煩
ヲ
遼
ケ
脱
漏
ノ
無
イ
、
ヤ
ウ
：
巳
ム
チ
得
ズ
サ
ウ
云
フ
モ
ノ
ニ
限
ッ
テ
源
泉
課
税
ヲ
ス
ル
、
ソ
レ
カ
ラ
山
林
ノ
所
得
 
 
 

ノ
如
キ
モ
、
是
ハ
第
二
種
デ
ナ
イ
、
矢
張
直
二
本
人
カ
ラ
取
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
御
承
知
ノ
通
り
山
林
ノ
利
益
ハ
是
ハ
永
年
二
亘
ヅ
テ
、
三
十
 
 
 

年
、
或
ハ
四
十
年
目
ニ
、
一
度
ナ
リ
二
度
ナ
リ
利
益
ガ
出
ル
、
′
其
間
何
等
利
益
ヲ
得
ズ
：
居
ル
、
サ
ウ
云
フ
ヤ
ウ
≠
所
得
二
対
シ
テ
ハ
別
二
其
 
 
 

所
得
税
ノ
徴
収
方
法
ヲ
走
メ
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
適
当
ダ
ラ
ウ
ト
思
フ
、
三
十
年
目
二
木
ヲ
伐
ッ
タ
、
山
ヲ
売
ッ
タ
、
ソ
レ
ガ
為
メ
ニ
俄
カ
l
二
 
 
 

年
二
英
人
ノ
所
得
ガ
大
二
膨
レ
タ
為
メ
ニ
、
之
ヲ
総
テ
綜
合
シ
テ
累
進
率
デ
高
イ
モ
ノ
ヲ
持
ッ
テ
往
ク
ト
云
フ
▲
コ
ト
ハ
璃
ち
苛
酷
デ
ハ
ナ
イ
カ
、
 
 
 

ソ
レ
デ
山
林
ノ
所
得
ハ
サ
ウ
云
フ
訳
デ
別
ニ
シ
タ
訳
デ
ア
リ
マ
ス
、
寧
口
此
方
ガ
公
平
ダ
ラ
ウ
、
適
当
ナ
モ
ノ
デ
ア
ラ
ウ
、
斯
ウ
云
フ
ノ
デ
ア
 
 
 

リ
マ
ス
 
 
 

大
蔵
省
編
さ
ん
前
掲
書
 
〓
0
0
頁
 
 
 

前
掲
書
 
〓
六
〇
京
 
 
 

従
来
の
直
接
国
税
の
体
系
は
所
得
税
を
中
心
と
し
、
そ
の
補
完
税
と
し
て
地
租
、
営
業
収
益
税
、
資
本
利
子
税
の
三
つ
が
あ
っ
た
、
な
お
、
資
 
 

本
利
子
税
は
大
正
十
五
年
の
税
制
整
理
に
際
し
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

雪
岡
 
前
掲
書
 
六
二
京
 
 
 



（
注
1
6
）
 
第
三
〇
粂
 
個
人
ノ
総
所
得
ハ
左
ノ
各
号
ノ
規
定
二
依
り
之
ヲ
算
出
ス
 
 

1
 
省
 
略
 
 

2
 
本
法
施
行
地
二
於
テ
支
払
ヲ
受
ク
ル
公
債
、
社
債
、
銀
行
預
金
及
第
二
一
条
第
二
項
二
親
定
ス
ル
預
金
ノ
利
子
拉
二
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
 
 

合
同
運
用
信
託
ノ
利
益
ハ
前
年
中
ノ
収
入
金
額
（
無
記
名
ノ
公
債
及
社
債
ノ
利
子
二
付
テ
ハ
支
払
ヲ
受
ケ
ク
ル
金
額
）
ヨ
リ
其
ノ
十
分
ノ
四
 
 

ヲ
控
除
シ
タ
ル
金
額
∴
 
 

3
 
以
下
省
略
 
 

第
一
〇
六
条
 
個
人
ノ
総
所
得
中
本
法
施
行
地
二
於
テ
支
払
ヲ
受
ク
ル
公
債
、
社
債
、
銀
行
預
金
及
第
ニ
ー
粂
第
二
項
二
親
定
ス
ル
預
金
ノ
利
 
 

子
泣
二
命
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
合
同
運
用
信
託
ノ
利
益
二
付
テ
ハ
当
分
ノ
内
納
税
義
務
者
ノ
申
請
二
依
り
他
ノ
所
得
卜
区
分
シ
利
子
又
ハ
利
益
 
 

ノ
支
払
ノ
際
其
ノ
利
子
金
額
又
ハ
利
益
金
額
ヲ
課
税
標
準
ト
シ
百
分
ノ
十
五
ノ
税
率
二
依
り
其
ノ
総
合
所
得
ヲ
賦
課
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
 
 

前
項
二
親
定
ス
ル
総
合
所
得
税
ハ
其
ノ
利
子
又
ハ
利
益
支
払
ノ
際
支
払
者
二
於
テ
之
ヲ
徴
収
シ
翌
月
十
日
迄
二
政
府
二
納
付
ス
べ
シ
（
以
 
 

二
九
 
 
 

（
注
1
4
）
 
雪
岡
 
前
掲
書
 
七
一
貫
 
 

（
注
1
5
）
 
昭
和
十
五
年
法
（
法
律
第
二
四
号
）
 
 

第
二
一
条
 
分
類
所
得
税
ハ
左
ノ
税
率
二
依
り
之
ヲ
賦
課
ス
 
 

第
一
不
動
産
所
得
 
百
分
ノ
十
 
 

第
二
 
配
当
利
子
不
所
得
 
 
 

甲
 
種
 
 

1
 
国
債
ノ
利
子
 
 

2
 
国
債
以
外
ノ
公
債
ノ
利
子
 
 

3
 
其
ノ
他
 
 
 

乙
 
種
 
 

（
以
下
省
略
）
 
 

百
分
ノ
四
 
 

百
分
ノ
九
 
 

百
分
ノ
十
 
 

百
分
ノ
十
 
 



シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
基
づ
く
税
制
は
、
利
子
・
配
当
所
得
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
を
含
め
、
包
括
的
課
税
ベ
ー
ス
に
よ
る
総
合
課
税
の
徹
 
 

底
を
理
想
と
し
た
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
の
総
合
所
得
税
体
系
は
、
当
時
の
日
本
経
済
の
現
状
に
必
ず
し
も
マ
ッ
チ
せ
ず
、
そ
の
後
の
政
治
的
乃
至
は
経
済
政
策
的
な
 
 
 

三
〇
 
 

下
省
略
）
 
 

（
注
1
7
）
 
四
割
控
除
は
沿
革
的
な
理
由
に
基
く
過
渡
的
な
負
担
の
緩
和
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
控
除
制
度
は
昭
和
二
十
一
年
の
税
制
改
正
の
際
廃
止
 
 

す
る
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
。
 
 

（
注
1
8
）
 
利
子
に
対
す
る
源
泉
分
離
（
選
択
）
課
税
制
度
は
一
時
期
を
除
き
現
在
ま
で
洗
い
て
い
る
。
 
 

（
注
1
9
）
 
右
党
 
弘
「
租
税
政
策
の
効
果
」
l
一
貫
 
 

（
注
2
0
）
 
「
シ
ャ
ウ
プ
使
節
団
日
本
税
制
報
告
書
」
九
八
貢
1
九
九
貢
 
 

（
注
2
1
）
 
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
ほ
、
法
人
課
税
に
つ
い
て
従
来
の
観
念
を
根
本
的
に
改
め
、
法
人
税
を
個
人
所
得
税
の
源
泉
徴
収
に
当
る
も
の
と
考
え
、
法
人
 
 

と
個
人
と
の
二
重
課
税
の
排
除
に
つ
い
て
は
配
当
所
得
の
控
除
と
い
う
特
別
の
方
式
を
採
用
し
た
。
 
 

（
注
2
2
）
 
雪
岡
 
前
掲
書
 
三
一
四
頁
 
 

（
注
2
3
）
 
林
 
栄
夫
教
授
ほ
「
無
記
名
預
金
御
慶
と
利
子
所
得
免
税
の
制
度
の
も
と
で
は
、
金
融
磯
閑
は
単
に
利
子
所
得
だ
け
で
は
な
く
あ
ら
ゆ
る
脱
税
 
 

所
得
の
避
難
場
所
と
化
し
て
い
る
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
戦
後
日
本
の
租
税
構
造
 
有
斐
閤
 
三
七
八
貫
）
 
 

（
注
2
4
）
 
現
行
所
得
税
法
第
十
条
 
 

（
注
2
5
）
 
雪
岡
 
前
掲
書
 
三
三
七
貢
 
 

第
三
章
 
タ
ッ
ク
ス
・
イ
ロ
ー
ジ
ョ
ン
の
問
題
 
 



面
か
ら
後
退
を
重
ね
て
行
っ
た
。
 
 
 

所
得
税
は
総
合
課
税
を
ベ
ー
ス
と
し
、
累
進
税
率
構
造
を
用
い
て
課
税
の
公
平
を
実
現
す
る
の
に
最
良
の
租
税
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
 
 

（
注
l
）
 
 

る
。
 
 

し
か
し
、
現
行
税
制
上
、
特
定
の
政
策
目
的
か
ら
特
定
の
所
得
の
一
部
又
は
全
部
の
非
課
税
、
あ
る
い
は
特
定
の
所
得
に
つ
い
て
分
離
課
 
 

税
方
式
の
適
用
が
行
わ
れ
て
い
る
。
特
に
利
子
・
配
当
所
得
に
つ
い
て
は
伝
統
的
に
分
離
課
税
の
優
遇
的
地
位
が
与
え
ら
れ
て
き
た
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
総
合
課
税
方
式
か
ら
の
後
退
は
、
本
来
課
税
所
得
に
含
ま
れ
る
筈
の
所
得
を
課
税
ベ
ー
ス
か
ら
除
外
し
た
り
、
ま
た
本
来
徴
 
 

収
す
べ
き
税
収
が
漏
れ
る
と
い
っ
た
現
象
が
生
じ
て
く
る
。
い
わ
ゆ
る
タ
ッ
ク
ス
・
イ
ロ
ー
ジ
ョ
ン
（
t
a
諾
r
O
S
i
O
n
）
の
問
題
と
し
て
提
起
さ
 
 

（
注
2
）
 
 

れ
る
。
 
 

（
注
3
）
 
 
こ
の
イ
ロ
ー
ジ
ョ
ン
を
も
た
ら
す
要
因
に
つ
い
て
植
松
守
雄
先
生
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 
 

「
イ
ロ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
税
制
の
各
般
の
仕
組
み
に
根
差
し
て
い
る
。
．
ま
ず
各
穫
所
得
の
金
額
の
計
算
段
階
で
、
非
課
税
、
控
除
等
の
形
で
課
 
 

税
ベ
ー
ス
を
直
接
「
浸
食
」
す
る
も
の
が
あ
り
、
次
に
そ
の
「
総
合
」
の
段
階
で
、
累
進
税
率
の
対
象
と
な
る
べ
き
総
合
所
得
か
ら
の
脱
落
 
 

と
い
う
形
で
表
れ
、
さ
ら
に
各
巻
の
所
得
・
税
額
控
除
そ
の
他
税
制
の
様
々
の
仕
組
み
の
中
に
そ
の
要
因
が
あ
る
。
」
 
 
 

本
来
、
担
税
力
の
あ
る
資
産
所
得
を
課
税
ベ
ー
ス
か
ら
除
外
し
、
あ
る
い
は
総
合
課
税
主
儀
よ
り
の
逸
脱
に
つ
い
て
は
、
不
公
平
税
制
と
 
 

（
注
4
）
 
 

し
て
の
批
判
が
強
い
。
税
制
調
査
会
の
報
告
に
お
い
て
も
、
「
資
産
所
得
は
比
較
的
高
額
の
所
得
者
に
集
中
し
て
い
る
の
で
、
資
産
所
得
の
 
 

優
遇
は
所
得
税
の
累
進
構
造
を
弱
め
、
所
得
税
の
所
得
再
分
配
磯
能
を
著
し
く
阻
害
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
 
 

れ
ら
の
優
遇
措
置
ほ
単
に
利
子
、
配
当
、
譲
渡
所
得
等
の
優
遇
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
元
本
に
対
す
る
税
の
は
脱
の
手
段
と
し
て
も
利
用
さ
れ
、
 
 

こ
の
面
か
ら
も
所
得
税
の
梯
能
を
そ
こ
な
っ
て
い
る
。
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
 
 

三
一
 
 
 



三
二
 
 

課
税
上
優
遇
さ
れ
て
い
る
資
産
所
得
の
う
ち
、
利
子
、
配
当
所
得
の
分
離
課
税
に
よ
る
税
収
の
イ
ロ
ー
ジ
ョ
ン
は
ど
の
程
度
の
大
き
さ
で
 
 

あ
ろ
う
か
。
 
 
 

石
教
授
は
、
一
九
七
二
年
の
わ
が
国
の
所
得
税
制
の
下
に
お
け
る
利
子
・
配
当
・
退
職
・
分
離
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
、
法
定
累
進
税
率
が
 
 

適
用
さ
れ
た
と
仮
定
し
た
場
合
の
総
合
課
税
方
式
に
よ
る
税
収
を
、
一
兆
四
七
八
七
億
円
と
計
測
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
、
利
子
所
得
て
 
 

（
注
5
）
 
 

三
二
一
億
円
、
配
当
所
得
二
、
一
四
九
億
円
の
税
収
の
イ
ロ
ー
ジ
ョ
ン
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
分
析
し
て
い
る
。
 
 
 

利
子
・
配
当
所
得
の
税
収
イ
ロ
ー
ジ
ョ
ン
が
理
論
的
計
測
結
果
と
し
て
推
計
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
税
制
の
手
直
し
に
よ
っ
て
直
ち
に
 
 

イ
ロ
ー
ジ
ョ
ン
の
問
題
が
解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
 
 
 

む
し
ろ
、
総
合
課
税
方
式
へ
移
行
し
た
後
に
お
い
て
課
税
所
得
の
把
握
率
の
低
下
か
ら
派
生
す
る
と
こ
ろ
の
税
収
イ
ロ
ー
ジ
ョ
ン
に
つ
い
 
 

て
は
慎
重
な
対
応
策
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

（
注
1
）
 
石
 
弘
光
「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
今
日
的
意
義
」
税
理
五
十
三
年
三
月
号
 
五
頁
 
 
 

（
注
2
）
 
石
 
弘
光
こ
別
掲
書
 
六
貢
 
 
 

∴
注
3
）
 
植
松
守
雄
「
所
得
税
法
に
お
け
る
「
課
税
所
得
」
を
め
ぐ
つ
て
」
一
橋
論
叢
 
第
七
十
七
巻
第
二
号
一
五
三
貢
 
 
 

（
注
4
）
 
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
税
制
調
査
会
答
申
・
別
冊
ニ
ー
五
ミ
ニ
〓
ハ
貢
 
 
 

（
荘
5
）
 
石
 
弘
光
「
租
税
政
策
の
効
果
」
東
洋
経
済
新
報
社
 
四
五
～
四
八
貢
 
 

第
四
章
 
法
定
資
料
等
の
提
出
義
務
と
収
集
管
理
の
現
状
 
 
 

申
告
納
税
制
度
を
採
用
し
て
い
る
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
納
税
者
自
ら
の
自
主
的
な
申
告
に
よ
っ
て
、
納
税
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
法
 
 
 



の
期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
無
申
告
に
よ
る
納
税
義
務
の
不
履
行
、
不
正
行
為
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
適
 
 

正
な
申
告
を
怠
る
納
税
者
の
存
在
も
否
定
し
え
な
い
事
実
で
あ
る
。
 
 
 

課
税
庁
ほ
、
こ
の
よ
う
な
事
実
に
対
し
申
告
を
更
正
し
、
租
税
債
権
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
更
正
・
決
定
を
行
う
た
め
に
は
、
 
 

課
税
要
件
事
実
に
関
す
る
資
料
の
入
手
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
課
税
庁
に
よ
る
任
意
の
資
料
収
集
に
ほ
限
界
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
税
法
 
 

は
必
要
な
資
料
の
収
集
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
納
税
者
及
び
そ
の
老
と
一
定
の
関
係
が
あ
る
老
に
対
し
資
料
の
収
集
に
つ
い
て
の
協
 
 

力
義
務
を
課
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
納
税
者
に
対
す
る
質
問
検
査
の
受
忍
義
務
と
法
定
さ
れ
た
資
料
の
提
出
義
務
で
あ
る
。
前
者
は
調
査
 
 

対
象
者
に
対
し
て
直
接
的
・
個
別
的
に
課
税
要
件
に
関
す
る
証
拠
資
料
を
収
集
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
源
泉
徴
収
義
務
者
等
が
提
出
す
 
 

る
支
払
調
書
等
で
所
得
税
法
及
び
相
続
税
法
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
法
定
資
料
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

H
 
法
定
資
料
 
 

法
定
資
料
の
提
出
義
務
は
大
正
二
年
に
所
得
税
法
に
規
定
さ
れ
た
の
が
最
初
で
あ
る
。
当
時
は
「
給
与
等
の
支
払
に
係
る
調
書
」
の
み
で
 
 

あ
っ
た
が
、
申
告
納
税
制
度
が
採
用
さ
れ
た
昭
和
二
十
二
年
以
降
急
速
に
増
加
の
懐
向
を
た
ど
り
、
現
在
法
定
資
料
の
種
類
は
、
利
子
・
配
 
 

当
・
給
与
・
退
職
な
ら
び
に
生
命
保
険
契
約
等
の
一
時
金
の
支
払
調
書
等
所
得
税
法
に
規
定
す
る
も
の
二
十
七
種
類
及
び
生
命
保
険
金
受
額
 
 

（
廿
に
1
）
 
 

人
別
支
払
調
書
等
の
相
続
税
法
に
規
定
す
る
も
の
四
種
弊
合
計
三
十
一
種
類
に
及
ん
で
い
る
。
 
 
 

所
得
税
法
に
規
定
す
る
法
定
資
料
は
、
当
初
源
泉
徴
収
義
務
を
伴
う
支
払
い
に
つ
い
て
提
出
義
務
を
課
し
て
い
た
も
の
で
例
外
的
に
「
信
 
 

託
の
計
算
書
」
が
あ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
昭
和
三
十
l
一
年
頃
か
ら
不
動
産
取
引
に
係
る
支
払
調
書
等
の
よ
う
に
、
源
泉
徴
収
を
伴
わ
な
 
 

い
支
払
い
に
係
る
資
料
も
法
定
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
 
 

三
三
 
 
 



こ
れ
ら
の
法
定
資
料
ほ
所
定
の
様
式
に
よ
り
、
繰
出
期
限
ま
で
に
税
務
署
長
へ
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
さ
ら
に
法
定
資
料
の
不
提
 
 

（
注
4
）
 
 

出
又
は
不
実
記
載
に
つ
い
て
は
、
質
問
検
査
権
違
反
と
同
様
の
罰
則
を
規
定
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
法
定
資
料
ほ
納
税
者
等
の
経
済
的
、
精
神
的
負
担
を
伴
っ
て
提
出
さ
れ
る
以
上
、
連
出
さ
れ
た
法
定
資
料
は
適
確
な
管
理
 
 

の
下
に
効
率
的
に
活
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

こ
れ
ら
法
定
資
料
の
昭
和
章
二
年
分
の
提
出
枚
数
竺
、
三
三
万
枚
に
及
び
年
々
増
加
の
傾
向
を
た
ど
っ
て
崇
㌻
れ
還
定
資
 
 

料
以
外
の
い
ー
わ
ゆ
る
任
意
資
料
を
加
え
れ
ば
、
膨
大
な
枚
数
に
な
ろ
う
。
 
 
 

こ
れ
を
短
期
間
に
、
し
か
も
効
率
的
に
活
用
す
る
た
め
に
は
、
現
在
の
税
務
梯
構
、
定
員
の
中
で
人
力
に
よ
る
「
名
寄
せ
」
も
既
に
限
界
 
 

に
達
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 
 
 

更
に
、
利
子
・
配
当
所
得
に
つ
い
て
自
己
申
告
を
前
提
と
す
る
総
合
課
税
方
式
に
移
行
し
た
場
合
、
こ
の
利
子
二
配
当
に
か
か
ー
わ
る
法
定
 
 

（
注
6
）
 
 

資
料
が
億
単
位
に
な
る
恐
れ
も
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
管
理
の
困
難
さ
を
充
分
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
き
て
い
る
と
い
 
 
 

三
四
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
法
定
資
料
の
種
須
の
増
加
や
内
容
の
変
化
は
、
複
準
多
様
化
す
る
経
済
聴
引
社
会
に
対
応
し
っ
つ
納
税
者
の
所
得
の
把
 
 

（
注
2
）
 
 

準
挙
を
高
め
る
た
め
の
必
要
な
措
置
で
あ
り
租
税
負
担
の
公
平
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
税
務
行
政
へ
の
協
力
費
請
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

金
子
宏
教
授
は
「
所
得
の
把
提
体
制
を
整
理
す
る
た
め
に
は
、
各
納
税
者
ご
と
に
フ
ァ
イ
ル
を
作
っ
て
そ
の
所
得
や
資
産
に
関
す
る
デ
ー
 
 

タ
を
総
合
的
に
集
収
、
管
理
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
が
、
法
人
及
び
個
人
の
所
得
は
、
長
期
及
び
短
期
の
貯
蓄
や
不
動
産
、
証
券
 
 

等
へ
の
投
資
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
こ
れ
ら
の
貯
蓄
や
投
資
に
関
す
る
デ
ー
タ
を
納
税
者
ご
と
に
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
 
 

ば
、
所
得
の
把
捉
体
制
ほ
飛
羅
的
に
改
善
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
支
払
詞
書
の
制
度
ほ
、
こ
の
目
的
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
 
 



え
る
。
 
 

H
 
非
課
税
申
告
書
 
 

現
行
所
得
税
法
に
お
け
る
少
額
貯
蓄
非
課
税
制
度
い
わ
ゆ
る
「
マ
ル
優
」
制
度
の
利
用
に
よ
る
銀
行
等
金
融
機
関
及
び
証
券
会
社
等
の
少
 
 

額
貯
蓄
の
非
課
税
申
告
書
数
ほ
一
五
、
三
三
九
万
件
、
そ
の
他
少
額
公
債
、
財
形
貯
蓄
、
郵
便
貯
金
等
の
非
課
税
申
告
書
数
が
、
二
六
、
二
 
 

（
注
7
）
 
 

一
二
五
万
件
、
合
計
数
で
は
実
に
四
一
、
五
七
四
万
件
の
膨
大
な
件
数
と
な
る
。
し
か
も
、
こ
の
マ
ル
優
制
度
の
著
し
い
乱
用
は
常
々
指
摘
さ
 
 

（
注
8
）
 
 

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
チ
ェ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
も
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

（
注
1
）
 
支
払
調
書
の
提
出
義
務
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
第
二
二
五
条
～
第
二
二
八
条
、
相
続
税
法
第
五
九
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

（
注
2
）
 
右
山
昌
一
郎
氏
は
「
税
務
官
庁
の
み
の
課
税
権
で
は
、
租
税
負
担
の
公
平
に
閲
し
満
足
な
結
果
を
期
待
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
か
ら
、
納
 
 

税
者
自
ら
の
誠
実
な
申
告
と
と
も
に
、
行
政
組
織
機
構
の
欠
陥
を
補
い
、
国
家
負
担
の
軽
減
を
図
り
、
か
つ
租
税
負
担
の
公
平
を
具
現
し
て
い
く
 
 

た
め
に
広
く
他
の
納
税
者
の
証
拠
資
料
の
提
出
を
義
務
づ
け
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、
支
払
詞
書
の
提
出
は
国
民
全
体
の
利
益
と
い
う
観
点
か
ら
 
 

も
、
忍
従
す
べ
き
国
民
の
義
務
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
会
計
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
九
七
一
年
十
二
月
号
 
八
八
貢
）
 
 
 

（
注
3
）
 
自
治
研
究
 
五
四
巻
六
号
 
四
頁
 
 
 

（
注
4
）
 
所
得
税
法
第
二
四
二
条
な
ら
び
に
相
続
税
法
第
七
〇
粂
 
 
 

（
注
5
）
 
国
税
庁
調
べ
に
よ
る
。
 
 
 

（
注
6
）
 
税
務
経
理
 
五
十
三
年
九
月
二
十
二
日
号
 
三
頁
 
 
 

（
荘
7
）
 
前
掲
菩
 
六
貢
 
 
 

（
注
8
）
 
T
居
M
署
に
お
い
て
、
某
金
融
磯
閑
の
マ
ル
優
扱
い
貯
蓄
者
を
監
査
し
た
結
果
∵
仮
名
マ
ル
優
等
に
よ
る
悪
用
の
事
実
が
把
撞
さ
れ
て
い
る
。
 
 

（
税
務
経
理
 
五
十
三
年
十
月
二
十
四
日
号
 
七
貢
）
 
 

三
五
 
 
 



第
五
章
 
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
納
硯
者
番
号
制
皮
 
 

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
納
税
者
番
号
制
度
ほ
、
一
九
六
一
年
、
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
の
租
税
教
書
の
勧
告
を
受
け
内
国
歳
入
法
典
の
改
正
に
よ
 
 

（
注
1
）
 
 

（
注
2
）
 
 

っ
て
導
入
さ
れ
た
。
内
国
歳
入
法
典
六
一
〇
九
条
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
制
度
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
 

山
一
九
六
二
年
以
降
、
申
告
書
等
を
税
務
署
に
提
出
す
る
老
ほ
す
べ
て
、
当
該
申
告
書
等
に
納
税
者
番
号
を
記
載
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
 
 
 

ら
れ
た
。
 
 

拗
 
個
人
の
納
税
者
番
号
と
し
て
は
、
社
会
保
障
関
係
事
務
に
使
用
さ
れ
て
い
る
社
会
保
障
番
号
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
法
人
を
は
じ
 
 
 

め
と
す
る
個
人
以
外
の
老
の
納
税
者
番
号
と
し
て
ほ
、
雇
用
主
番
号
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
 
 

㈱
 
社
会
保
障
番
号
は
税
務
上
の
必
要
の
み
に
よ
っ
て
も
付
番
が
行
わ
れ
、
付
番
者
の
数
は
、
内
国
歳
入
庁
に
ょ
れ
ば
国
民
の
九
割
以
上
と
 
 
 

さ
れ
て
い
る
。
 
 

国
 
利
子
・
配
当
所
得
課
税
上
 
 
 

①
 
金
融
磯
関
等
は
、
口
座
開
設
時
よ
り
四
五
日
以
内
に
口
座
開
設
者
の
納
税
者
番
号
を
入
手
し
、
こ
れ
を
他
の
一
定
の
資
料
と
と
も
に
 
 
 

保
持
す
る
こ
と
等
が
、
法
令
上
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

②
一
席
年
中
に
十
ド
ル
以
上
の
利
子
・
配
当
を
支
払
っ
た
場
合
、
当
該
支
払
者
は
税
務
署
に
対
し
、
当
該
受
家
人
の
納
税
者
番
号
等
を
 
 
 

記
載
し
た
支
払
調
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
、
税
法
上
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
納
税
者
番
号
は
、
税
務
行
政
目
的
の
た
め
に
新
た
に
付
番
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
個
人
に
つ
い
て
 
 
 



は
社
会
保
障
法
に
よ
っ
て
各
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
社
会
保
障
番
号
S
S
N
（
S
O
邑
S
e
c
邑
t
y
芦
m
b
e
r
）
が
、
ま
た
法
人
納
税
者
の
申
 
 

告
書
に
は
社
会
保
障
も
し
く
ほ
源
泉
税
納
付
書
目
的
で
使
用
さ
れ
て
い
た
雇
用
者
番
号
E
I
N
（
E
m
2
百
e
ニ
d
e
n
t
i
f
i
邑
O
n
字
m
b
e
r
）
 
 

が
使
用
さ
れ
た
。
ま
た
内
国
歳
入
法
六
六
七
条
は
、
合
理
的
理
由
な
し
に
申
告
書
そ
の
他
税
務
書
輝
に
必
要
な
番
号
を
記
入
し
な
か
っ
た
場
 
 

（
注
3
）
 
 

合
ほ
、
制
裁
と
し
て
一
回
に
つ
き
五
ド
ル
の
罰
金
を
課
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 
 
 

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
総
合
課
税
制
度
が
う
ま
く
幾
能
し
て
い
る
の
ほ
、
国
民
性
の
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
本
人
確
認
手
段
と
し
て
の
納
 
 

（
注
4
）
 
税
者
番
号
が
普
及
し
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
確
か
に
、
納
税
者
番
号
制
度
が
法
の
期
待
ど
お
り
に
歯
髄
す
る
限
 
（
注
 

5
）
 
 

り
、
利
子
・
配
当
所
得
の
把
握
率
を
高
め
、
申
告
の
適
否
の
検
証
手
段
と
し
て
も
、
効
果
的
に
作
用
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
 

な
お
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
預
金
利
子
課
税
制
虔
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ト
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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第
六
章
 
納
税
者
番
号
制
度
試
案
を
め
ぐ
る
問
題
 
 

国
税
庁
は
、
昭
和
五
十
三
年
九
月
二
十
六
日
首
相
の
諮
問
検
閲
で
あ
る
税
制
調
査
会
に
納
税
者
番
号
制
度
の
試
案
を
提
出
し
た
。
 
 
 

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
利
子
・
配
当
所
得
に
つ
い
て
確
実
な
総
合
課
税
を
行
う
た
め
に
ほ
、
真
実
の
所
得
者
の
確
認
と
膨
大
な
数
量
に
ょ
 
 

る
で
あ
ろ
う
支
払
調
書
の
「
名
寄
せ
」
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
現
在
の
執
行
体
制
の
下
に
お
い
て
ほ
適
正
な
所
得
の
把
握
並
び
に
納
税
 
 

申
告
書
と
こ
れ
ら
関
係
資
料
の
照
合
検
証
に
限
界
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
 
 
 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
シ
ス
テ
ム
の
発
達
と
共
に
、
経
済
取
引
社
会
は
言
う
に
及
ば
ず
、
私
生
活
上
に
お
い
て
も
効
率
的
な
事
務
処
理
の
た
め
 
 

三
九
 
 
 

／‾■＼  （  ／‾ヽ ′■■■ヽ  
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単
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放
き
バ
丁
か
碧
｝
報
寒
声
澄
伊
誉
d
抒
（
ノ
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国
税
庁
「
利
子
・
配
当
等
課
税
関
係
資
料
（
続
）
」
（
昭
五
三
・
九
 
総
一
七
－
一
）
 
 

石
村
耕
治
稿
「
ア
メ
リ
カ
の
納
税
者
背
番
号
制
の
現
況
」
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
八
二
号
一
〇
〇
頁
）
 
 

久
我
康
博
稿
「
ア
メ
リ
カ
の
総
合
課
税
制
虔
」
（
金
融
財
政
事
情
、
五
十
三
年
十
月
九
日
号
 
：
≡
－
三
四
頁
）
 
 

金
子
・
前
掲
喜
 
八
貢
 
 

轡
朝
福
部
静
輩
習
 
 

＞
ロ
轡
恕
渇
望
 
 

ー
○
出
－
Ⅱ
 
 



四
〇
 
 
 

に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
き
て
い
る
。
 
 
 

税
務
行
政
に
お
い
て
も
複
雑
か
つ
、
流
動
的
な
経
済
社
会
に
対
処
し
適
確
な
課
税
処
理
を
行
う
た
め
に
は
、
租
税
資
料
の
効
率
的
な
集
中
 
 

管
理
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
が
効
果
的
に
活
用
で
き
る
具
体
的
な
方
法
の
提
案
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
 
 

が
国
税
庁
試
案
に
ょ
る
納
税
者
番
号
制
度
で
あ
る
。
そ
の
概
要
ほ
次
の
よ
う
で
あ
る
。
 
 

H
 
国
税
庁
試
案
の
概
要
 
 
 

旧
 
約
税
者
番
号
制
度
の
基
本
的
な
仕
組
み
 
 
 

①
 
制
度
の
基
本
的
な
考
え
方
 
 
 

イ
一
定
範
閉
の
個
人
と
法
人
に
固
有
の
納
税
者
番
号
を
付
香
し
て
、
各
人
に
そ
の
番
号
を
記
載
し
た
納
税
者
カ
ー
ド
を
交
付
し
、
納
税
 
 
 

申
告
書
、
非
課
税
貯
蓄
申
告
書
及
び
支
払
調
書
に
は
、
こ
の
番
号
を
記
載
し
て
税
務
署
に
振
出
し
て
も
ら
う
。
 
 
 

ロ
 
金
融
磯
閑
及
び
そ
の
他
の
支
払
調
書
提
出
義
務
者
は
、
預
金
者
又
は
取
引
先
の
納
税
者
番
号
を
、
各
人
が
所
持
す
る
納
税
者
カ
ー
ド
 
 

に
よ
っ
て
確
認
す
る
。
 
 
 

ハ
 
税
務
署
ほ
、
提
出
さ
れ
た
非
課
税
申
告
書
及
び
支
払
調
書
を
納
税
者
番
号
に
よ
っ
て
A
D
P
に
入
力
し
、
A
D
P
に
よ
り
こ
れ
ら
の
 
 
 

一
人
別
名
寄
せ
及
び
管
理
を
行
う
。
 
 
 

②
 
納
税
者
番
号
制
虔
と
し
て
想
定
し
た
二
類
型
 
 

納
税
者
番
号
制
度
に
つ
い
て
ほ
い
く
つ
か
の
考
え
方
が
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
二
つ
の
ケ
ー
ス
を
想
定
し
た
。
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③
 
試
算
経
費
 
 
 

所
要
経
費
ほ
、
前
提
と
す
る
制
度
の
細
目
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
が
二
つ
の
メ
ド
と
し
て
次
の
よ
う
な
試
算
が
あ
る
。
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口
 
約
税
者
番
号
制
度
に
関
す
る
主
要
な
問
題
点
 
 
 

四  



口
 
約
税
者
番
号
制
度
に
対
す
る
問
題
提
起
 
 

国
税
庁
の
納
税
者
番
号
制
虔
試
案
の
公
表
に
対
し
各
層
か
ら
幾
多
の
問
題
提
起
や
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
要
旨
と
す
る
と
こ
ろ
 
 

（
注
1
）
 
 

は
次
の
点
に
あ
る
。
 
 
 

そ
の
第
一
は
、
制
度
的
、
技
術
的
な
問
題
で
、
ま
ず
な
ん
の
た
め
に
番
号
制
を
導
入
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
し
利
子
・
配
当
所
得
 
 

の
総
合
課
税
化
を
進
め
る
だ
け
が
目
的
な
ら
、
源
泉
徴
収
税
率
を
思
い
切
っ
て
高
く
し
て
、
大
部
分
の
人
が
総
合
課
税
に
し
た
方
が
節
税
に
 
 

な
る
よ
う
に
し
て
お
け
ば
い
い
は
ず
で
は
な
い
か
と
の
問
題
提
起
で
あ
り
、
第
二
は
、
納
税
者
番
号
制
が
持
つ
政
治
、
社
会
的
関
係
1
つ
ま
 
 

り
、
番
号
制
の
導
入
で
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
侵
害
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
か
の
問
題
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
第
一
の
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
源
泉
税
率
の
高
率
化
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
解
決
し
え
な
い
問
題
が
残
さ
れ
て
く
 
 

る
。
一
つ
に
は
、
税
率
の
上
限
の
問
題
と
源
泉
税
率
を
高
く
し
て
も
、
高
額
所
得
者
に
つ
い
て
の
不
公
平
感
を
払
拭
し
き
れ
な
い
問
題
が
残
 
 

ろ
う
。
ま
た
よ
り
重
要
な
こ
と
ほ
、
税
務
署
と
の
接
触
を
好
ま
な
い
納
税
者
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
源
泉
税
率
よ
り
も
適
 
 

用
税
率
が
低
い
場
合
で
あ
っ
て
も
還
付
請
求
を
行
わ
な
い
と
き
・
に
は
、
そ
こ
に
新
た
な
不
公
平
が
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
利
子
課
 
 

（
注
2
）
 
 

税
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
に
も
源
泉
税
率
の
み
で
は
解
決
し
え
な
い
事
実
の
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
 
 
 

ま
た
、
納
税
者
番
号
の
導
入
は
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
す
る
と
す
る
議
論
に
つ
い
て
、
簡
記
し
て
お
く
。
 
 
 

現
行
法
上
、
納
税
義
務
者
に
は
申
告
義
務
が
課
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
課
税
庁
に
は
、
租
税
負
担
の
公
平
の
実
現
の
た
め
強
力
な
質
問
検
 
 

査
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
納
税
義
務
者
そ
の
他
の
私
人
の
個
人
的
及
び
経
済
的
な
秘
密
ほ
税
務
職
員
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
 
 

こ
と
ほ
、
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
納
税
者
番
号
制
度
の
採
用
は
、
そ
の
可
能
性
を
い
っ
そ
う
大
き
く
す
る
こ
と
 
 

四
三
 
 
 



四
四
 
 

（
注
3
）
 
も
予
想
さ
れ
る
。
 
 
 

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
ほ
、
本
来
税
務
に
つ
き
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
に
調
査
に
関
連
し
て
得
ら
れ
た
納
税
者
等
の
秘
密
 
 

（
注
4
）
 
 

ほ
、
国
家
公
務
員
法
、
更
に
ほ
各
税
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
税
務
職
員
に
は
厳
い
守
秘
義
務
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

も
と
も
と
、
税
務
行
政
の
効
率
化
と
い
う
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
納
税
申
告
等
一
連
の
税
務
処
理
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
化
は
不
可
欠
の
も
の
 
 

で
あ
る
。
従
っ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
ら
批
難
さ
れ
る
べ
き
理
由
は
存
在
し
な
い
筈
で
あ
る
。
ま
た
、
プ
 
 

ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
さ
れ
る
と
い
う
理
由
ほ
、
納
税
者
各
人
の
租
税
資
料
を
集
中
管
理
す
る
こ
と
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
デ
 
 

（
注
5
）
 
 

－
タ
が
不
当
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 

臼
 
納
税
者
番
号
制
度
の
機
能
と
メ
リ
ッ
ト
 
 

試
案
に
よ
れ
ば
納
税
者
番
号
制
度
は
、
本
人
に
カ
ー
ド
を
渡
し
、
そ
の
番
号
を
納
税
申
告
書
、
非
課
税
申
告
書
、
利
子
等
の
支
払
調
書
に
 
 

記
入
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
金
融
検
閲
ほ
預
金
者
の
本
人
確
認
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
が
 
 

適
正
に
機
能
す
る
限
り
、
仮
名
預
金
の
排
除
や
、
取
引
の
不
正
防
止
の
索
制
手
段
と
し
て
効
果
的
に
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
本
来
 
 

の
目
的
と
し
て
、
利
子
・
配
当
等
の
支
払
調
書
の
効
率
的
管
理
や
、
今
日
、
著
し
く
乱
用
さ
れ
て
い
る
マ
ル
優
制
度
の
チ
ェ
ッ
ク
が
容
易
と
 
 

な
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
 
 
 

金
子
教
授
は
「
納
税
者
番
号
制
度
の
採
用
ほ
、
所
得
の
よ
り
正
確
な
把
握
を
可
能
に
す
る
の
み
で
な
く
、
租
税
特
別
措
置
の
整
理
を
も
容
 
 

易
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
の
こ
と
は
、
次
の
二
つ
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
 
 
 



第
一
に
、
納
税
者
番
号
の
利
用
に
よ
っ
て
把
捉
の
可
能
と
な
る
所
得
は
、
主
と
し
て
事
業
所
得
（
そ
の
う
ち
預
貯
金
や
有
価
証
券
投
資
に
 
 

向
け
ら
れ
る
部
分
）
と
利
子
・
配
当
・
譲
渡
所
得
な
ど
の
資
産
性
所
得
で
あ
る
か
ら
、
納
税
者
番
号
制
度
の
採
用
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
九
・
 
 

六
・
四
の
現
象
は
多
少
と
も
改
善
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
わ
が
国
で
は
、
所
得
税
法
が
勤
労
性
所
得
軽
課
・
資
産
性
所
得
重
課
の
考
 
 

え
方
を
と
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
、
種
々
の
特
別
措
置
の
結
果
と
し
て
、
勤
労
性
所
得
が
資
産
性
所
得
よ
り
も
重
課
さ
れ
 
 

る
結
果
に
な
っ
て
い
る
が
、
納
税
者
番
号
の
利
用
に
よ
っ
て
資
産
性
所
得
に
対
す
る
特
別
措
置
の
整
理
が
容
易
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
 
 

（
注
6
）
 
 

え
る
と
、
納
税
者
番
号
制
度
の
採
用
は
、
こ
の
点
で
も
改
善
の
一
助
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
 
 

一
方
、
こ
の
よ
う
な
規
制
が
強
ま
る
ほ
ど
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
（
－
0
0
p
h
O
－
e
）
も
ふ
え
る
の
が
人
の
世
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
れ
を
防
止
す
る
こ
 
 

と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
国
税
庁
試
案
に
お
け
る
類
型
の
一
つ
で
あ
る
「
全
国
民
付
番
制
度
」
に
よ
ら
な
け
れ
ば
 
 

な
ら
な
い
。
ま
た
、
郵
便
貯
金
に
つ
い
て
も
そ
の
対
象
と
し
な
い
限
り
、
公
平
性
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
 
 
 

（    （    （    （    （    （  

注 在 住 注 注 注  
6 5 4 3 2 1   

）    ）    ）    ）    ）    ）  

昭
和
五
十
三
年
十
月
t
一
日
付
日
本
経
済
新
聞
社
説
 
 

昭
和
t
一
十
六
年
に
は
源
泉
選
択
税
率
が
五
〇
％
と
さ
れ
た
。
 
 

金
子
 
宏
 
前
掲
喜
一
一
貫
 
 

所
得
税
法
第
二
四
三
条
、
法
人
税
第
t
六
三
条
等
 
 

昭
和
五
十
三
年
十
月
十
四
日
付
朝
日
新
聞
論
壇
（
岩
尾
達
男
）
 
 

金
子
 
宏
 
前
掲
書
一
〇
～
一
一
貫
 
 
 



以
上
、
利
子
・
配
当
所
得
課
税
の
沿
革
を
中
心
と
し
て
、
納
税
者
番
号
制
度
の
必
要
性
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
納
税
 
 

者
番
号
制
虔
は
、
粗
税
負
担
の
公
平
の
実
現
の
た
め
の
具
体
的
手
段
と
し
て
、
ま
た
、
税
務
行
政
の
効
率
化
の
た
め
に
必
要
な
制
度
で
あ
っ
 
 

て
、
こ
れ
以
外
の
目
的
に
利
用
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 
 
 

納
税
申
告
制
虔
の
母
国
と
い
わ
れ
、
他
国
の
国
民
よ
り
納
税
モ
ラ
ル
が
高
い
と
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
始
め
て
納
税
者
番
号
制
虔
 
 

が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
こ
そ
如
何
に
課
税
の
公
平
と
脱
税
の
防
止
が
困
難
で
あ
る
か
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

し
か
し
、
納
税
者
等
に
関
す
る
情
報
の
集
中
管
理
の
中
で
、
納
税
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
の
不
安
感
の
除
却
に
は
十
分
配
意
し
な
け
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

そ
の
た
め
に
は
、
租
税
資
料
の
開
示
の
禁
止
は
も
と
よ
り
、
納
税
者
の
利
益
保
護
に
つ
い
て
、
法
的
側
面
か
ら
よ
り
慎
重
な
検
討
が
望
ま
 
 

れ
よ
う
。
 
 
 

最
後
に
、
コ
笹
ソ
ビ
ア
大
学
の
ロ
バ
ー
ト
・
C
・
ゴ
ー
ル
ド
ス
タ
イ
ン
の
言
葉
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。
 
 

「
個
人
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
蓄
積
さ
れ
る
こ
と
は
、
個
人
が
現
代
の
複
雑
な
社
会
に
生
き
る
の
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
代
肢
の
一
つ
で
あ
 
 

る
。
」
 
 

（
現
・
東
京
国
税
局
調
査
第
一
部
特
別
国
税
調
査
官
）
 
れ
 
 
 

七
 
結
 
 


	表紙
	目次
	序論
	第一章　納税者番号制度導入の背景
	(一)　一般消費税試案の波紋
	(二)　不公平税制の是正をめぐる問題

	第二章　利子・配当課税の沿革
	(一)　明治20年所得税法創設時
	(二)　明治32年の改正
	(三)　大正9年の改正
	(四)　昭和15年の改正
	(五)　昭和22年の改正
	(六)　シャウプ勧告による利子・配当所得課税への影響
	(七)　シャウプ勧告後における利子・配当所得課税の変遷
	(1)　利子所得源泉選択制度の復活
	(2)　配当所得に対する源泉徴収の復活


	第三章　タックス・イロージョンの問題
	第四章　法定資料等の提出義務と収集管理の現状
	(1)　法定資料
	(2)　非課税申告書

	第五章　アメリカにおける納税者番号制度
	第六章　納税者番号制度試案をめぐる問題
	(1)　国税庁試案の概要
	(2)　納税者番号制度に対する問題提起
	(3)　納税者番号制度の機能とメリット

	結び



